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四
）

水
野

実
・
阿
部
光
麿
・
大
場
一
央
・
松
野
敏
之

編

凡
例

・
底
本
は
、
北
京
市
国
家
図
書
館
蔵
『
四
書
私
存
』
（
明
嘉
靖
二
十
二
年
刻
本
）
を
用
い
た
。

・
原
文
に
お
い
て
判
読
出
来
な
い
字
は
□
で
表
記
し
た
。

・
書
き
下
し
に
お
い
て
、
『
論
語
』
本
文
に
お
け
る
□
は
〔

〕
で
示
し
た
。

・
書
き
下
し
に
お
い
て
、
季
本
注
に
お
け
る
□
は
、
類
推
で
き
る
場
合
は
〔

〕
で
示
し
、
校
異
を
附
し
た
。

・
季
本
『
説
理
会
編
』
は
、
清
華
大
学
図
書
館
蔵
明
馮
継
科
刻
本
（
四
庫
全
書
存
目
叢
書
所
収
）
を
用
い
た
。

・
校
異
お
よ
び
解
釈
に
は
、
朱
湘
鈺

点
校
、
鍾
彩
鈞

校
訂
『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
、
二
〇
一
三

年
六
月
。
以
下
、
校
本
と
称
す
）
を
参
考
と
し
て
用
い
た
。
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叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
31



- 167 -

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
四
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）

論
語
私
存
卷
十
七

會
稽
季
本
箋
釋

陽
貨
第
十
七

【
一
】

陽
貨
欲
見
孔
子
。
孔
子
不
見
。
歸
孔
子
豚
。
孔
子
時
其
亡
也
、
而
往
拜
之
。
遇
諸
塗
。
謂
孔
子
曰
、
來
、
予
與
爾
言
。
曰
、

懷
其
寶
而
迷
其
邦
、
可
謂
仁
乎
。
曰
、
不
可
。
好
從
事
而
亟
失
時
、
可
謂
知
乎
。
曰
、
不
可
。
日
月
逝
矣
、
歲
不
我
與
。
孔

子
曰
、
諾
。
吾
將
仕
矣
。

陽
貨
見
孔
子
、
説
見
孔
子
圖
譜
。
集
註
謂
必
時
其
亡
而
往
拜
者
欲
其
稱
也
、
則
聖
人
近
於
計
較
之
私
矣
。
蓋
不
欲
見
之
、

故
亦
時
其
亡
耳
。

［
訓
読
］

陽
貨
、
孔
子
を
見
ん
と
欲
す
。
孔
子
見
ず
。
孔
子
に
豚
を
帰
る
。
孔
子
其
の
亡
き
を
時
と
し
て
、
往
き
て
之
を
拝
す
。
諸
に

お
く

こ
れ

塗
に
遇
へ
り
。
孔
子
に
謂
ひ
て
曰
く
、
来
た
れ
、
予

爾

と
言
は
ん
、
と
。
曰
く
、
其
の
宝
を
懐
き
て
其
の
邦
を
迷
は
す
、

み
ち

な
ん
ぢ

仁
と
謂
ふ
べ
き
か
、
と
。
曰
く
、
不
可
な
り
、
と
。
事
に
従
ふ
を
好
み
て
亟
し
ば
時
を
失
ふ
、
知
と
謂
ふ
べ
き
か
。
曰
く
、

し
ば

不
可
な
り
、
と
。
日
月
逝
く
、
歳
、
我
と
与
な
ら
ず
。
孔
子
曰
く
、
諾
。
吾
将
に
仕
へ
ん
と
す
、
と
。

と
も

陽
貨
、
孔
子
を
見
る
は
、
説
、
孔
子
図
譜
に
見
ゆ
。
集
註
、
必
ず
其
の
亡
き
を
時
と
し
て
往
き
て
拝
す
る
は
、
其
の
称
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は
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り
と
謂
ふ
は
、
則
ち
聖
人
、
計
較
の
私
あ
る
に
近
か
ら
ん
。
蓋
し
之
を
見
る
を
欲
せ
ず
、
故
に
亦

た
其
の
亡
き
を
時
と
す
る
の
み
。

［
語
釈
］

○
孔
子
圖
譜

元
・
孔
沢
編
。
孔
沢
は
仙
源
（
今
の
曲
阜
）
の
人
、
孔
子
五
十
三
代
の
子
孫
と
い
う
。
元
の
大
徳
年

間
（
一
二
九
七
―
一
三
〇
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
現
在
は
佚
書
と
な
る
。

○
集
註
～
欲
其
稱
也

『
論
語
集
註
』
陽
貨
・

章
。

1

【
二
】

○
子
曰
、
性
相
近
也
。
習
相
遠
也
。

性
本
不
遠
於
我
、
故
曰
近
。
非
以
氣
質
之
性
善
惡
不
同
、
而
其
初
不
甚
相
遠
也
。
自
近
對
遠
而
言
、
則
離
道
乃
爲
遠
耳
。

詳
見
説
理
會
編
卷
一
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
性
は
相
ひ
近
し
。
習
ひ
は
相
ひ
遠
し
、
と
。

性
は
本
よ
り
我
に
遠
か
ら
ず
、
故
に
近
し
と
曰
ふ
。
気
質
の
性
の
善
悪
同
じ
か
ら
ず
し
て
、
其
の
初
め
甚
だ
し
く
は
相

ひ
遠
か
ら
ざ
る
を
以
て
す
る
に
非
ざ
る
な
り
。
近
き
よ
り
遠
き
に
対
か
ひ
て
言
へ
ば
、
則
ち
道
を
離
れ
て
乃
ち
遠
き
と
為

む

す
の
み
。
詳
し
く
は
説
理
会
編
巻
一
に
見
ゆ
。
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［
語
釈
］

○
以
氣
質
之
性
善
惡
不
同
而
其
初
不
甚
相
遠

『
論
語
集
註
』
陽
貨
・

章
。

2

○
詳
見
説
理
會
編
卷
一

『
説
理
会
編
』
巻
一
・

条
に
お
い
て
、
季
本
は
『
中
庸
』
冒
頭
の
「
天
命
を
之
れ
性
と

47

謂
ふ
」
を
前
提
に
「
性
は
只
だ
是
れ
天
命
」
、
「
天
命
の
外
に
所
謂
気
質
の
性
無
し
、
但
だ
理
の
主
と
為
ら
ず
し

て
後
に
気
質
に
堕
す
る
の
み
」
と
い
い
、
本
章
の
注
釈
と
同
様
、
本
然
の
性
と
気
質
の
性
と
を
分
け
る
朱
子
の
性

説
を
批
判
す
る
。
そ
の
上
で
『
論
語
』
本
章
を
挙
げ
て
「
性
、
本
よ
り
人
に
遠
か
ら
ず
、
但
だ
人
自
ら
之
に
遠
ざ

か
る
の
み
な
る
を
謂
ふ
。
聖
人
の
語
意
は
迫
ら
ず
、
凡
そ
己
に
切
な
る
者
は
皆
近
し
を
以
て
之
を
言
ふ
」
、
と

「
近
し
」
の
用
法
を
指
摘
し
、
類
例
と
し
て
『
中
庸
』
の
「
道
は
人
に
遠
か
ら
ず
。
人
の
道
を
為
し
て
人
に
遠
け

れ
ば
、
以
て
道
と
為
す
べ
か
ら
ず
」
を
引
い
て
い
る
。

【
三
】

○
子
曰
、
唯
上
智
與
下
愚
不
移
。

不
移
者
、
傳
習
錄
所
謂
不
肯
移
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
唯
だ
上
智
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
、
と
。

移
ら
ず
と
は
、
伝
習
録
の
所
謂
肯
て
移
ら
ざ
る
な
り
。
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［
語
釈
］

○
傳
習
錄
所
謂
不
肯
移

『
伝
習
録
』
巻
上
・

条
に
「
是
れ
移
る
べ
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
只
だ
是
れ
肯
て
移
ら

111

ず
」
と
あ
る
。

［
校
異
］

○
上
智

校
本
は
「
智
」
を
「
知
」
に
作
る
。

【
四
】

○
子
之
武
城
、
聞
弦
歌
之
聲
。
夫
子
莞
爾
而
笑
曰
、
割
鷄
焉
用
牛
刀
。
子
游
對
曰
、
昔
者
偃
也
聞
諸
夫
子
。
曰
、
君
子
學
道

則
愛
人
、
小
人
學
道
則
易
使
也
。
子
曰
、
二
三
子
、
偃
之
言
是
也
。
前
言
戲
之
耳
。

小
邑
可
以
臥
治
而
使
之
足
民
、
雖
不
以
禮
樂
、
可
也
。
故
曰
、
割
鷄
焉
用
牛
刀
。
道
即
謂
禮
樂
也
。
○
子
游
以
文
學
名
者

也
、
觀
武
城
之
治
、
可
以
見
其
化
民
成
俗
之
實
用
。
非
止
講
求
文
義
而
已
。

［
訓
読
］

○
子
、
武
城
に
之
き
、
絃
歌
の
声
を
聞
く
。
夫
子
莞
爾
と
し
て
笑
ひ
て
曰
く
、
鷄
を
割
く
に
焉
ん
ぞ
牛
刀
を
用
ひ
ん
、
と
。

子
游
対
へ
て
曰
く
、
昔
者
偃
や
諸
を
夫
子
に
聞
け
り
。
曰
く
、
君
子
、
道
を
学
べ
ば
則
ち
人
を
愛
し
、
小
人
、
道
を
学
べ
ば

む
か
し

こ
れ

則
ち
使
ひ
易
し
、
と
。
子
曰
く
、
二
三
子
、
偃
の
言
是
な
り
。
前
言
は
之
に
戯
れ
し
の
み
、
と
。

ぜ

小
邑
は
以
て
臥
治
し
て
之
を
し
て
民
に
足
ら
し
む
べ
く
、
礼
楽
を
以
て
せ
ず
と
雖
も
、
可
な
り
。
故
に
曰
く
、
鷄
を
割
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く
に
焉
ん
ぞ
牛
刀
を
用
ひ
ん
、
と
。
道
は
即
ち
礼
楽
を
謂
ふ
な
り
。
○
子
游
は
文
学
を
以
て
名
あ
る
者
な
る
も
、
武
城
の

治
を
観
れ
ば
、
以
て
其
の
民
を
化
し
俗
を
成
す
の
実
用
を
見
る
べ
し
。
止
だ
文
義
を
講
究
す
る
の
み
に
非
ず
。

［
語
釈
］

○
子
游
以
文
學
名
者
也

『
論
語
』
先
進
・

章
に
「
文
学
に
は
子
游
、
子
夏
」
と
名
が
挙
が
る
。

2

○
化
民
成
俗

『
礼
記
』
学
記
に
「
君
子
如
し
民
を
化
し
俗
を
成
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
其
れ
必
ず
学
に
由
ら
ん
か
」
と

あ
る
。

【
五
】

○
公
山
弗
擾
以
費
畔
。
召
。
子
欲
往
。
子
路
不
悦
曰
、
末
之
也
已
。
何
必
公
山
氏
之
之
也
。
子
曰
、
夫
召
我
者
、
而
豈
徒
哉
。

如
有
用
我
者
、
吾
其
爲
東
周
乎
。

弗
擾
即
不
狃
、
依
陽
貨
以
爲
亂
者
也
。
詳
見
孔
子
圖
譜
。
如
有
用
我
者
、
重
在
用
字
。
或
重
我
者
、
謂
不
召
他
人
而
召
我

也
、
則
與
豈
徒
哉
之
意
不
協
。
吾
其
爲
東
周
乎
、
謂
周
道
興
於
魯
、
即
周
在
東
矣
。
或
以
爲
當
爲
西
方
之
周
之
世
、
不
爲

東
遷
之
周
、
則
太
輕
東
周
而
無
含
蓄
、
不
似
聖
人
之
言
矣
。

［
訓
読
］

○
公
山
弗
擾
、
費
を
以
て
畔
く
。
召
す
。
子
往
か
ん
と
欲
す
。
子
路
悦
ば
ず
し
て
曰
く
、
之
く
こ
と
末
き
の
み
。
何
ぞ
必
ず

な

し
も
公
山
氏
に
之
れ
之
か
ん
、
と
。
子
曰
く
、
夫
れ
我
を
召
す
者
に
し
て
、
豈
に
徒
ら
な
ら
ん
や
。
如
し
我
を
用
ふ
る
者
有

い
た
づ
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れ
ば
、
吾
其
れ
東
周
を
為
さ
ん
か
、
と
。

弗
擾
は
即
ち
不
狃
に
し
て
、
陽
貨
に
依
り
て
以
て
乱
を
為
す
者
な
り
。
詳
し
く
は
孔
子
図
譜
に
見
ゆ
。
如
し
我
を
用
ふ

る
者
有
れ
ば
は
、
重
ん
ず
る
は
用
の
字
に
在
り
。
或
ひ
と
我
を
重
ん
ず
る
者
、
他
人
を
召
さ
ず
し
て
我
を
召
す
と
謂
ふ
は
、

則
ち
豈
に
徒
ら
な
ら
ん
や
の
意
と
協
は
ず
。
吾
其
れ
東
周
を
為
さ
ん
か
は
、
周
の
道
、
魯
に
興
せ
ば
、
即
ち
周
の
東
に
在

か
な

る
を
謂
ふ
。
或
ひ
と
以
て
当
に
西
方
の
周
の
世
と
為
し
て
、
東
遷
の
周
と
為
す
べ
か
ら
ず
と
為
す
は
、
則
ち
太
だ
東
周
を

軽
ん
じ
て
含
蓄
無
く
、
聖
人
の
言
に
似
ざ
ら
ん
。

［
語
釈
］

○
不
狃

『
春
秋
左
氏
伝
』
定
公
五
年
。

○
孔
子
圖
譜

佚
書
。
本
篇
第
一
章
の
［
語
釈
］
参
照
。

○
周
道
興
於
魯

『
論
語
集
解
』
に
「
周
の
道
を
東
方
に
興
す
。
故
に
東
周
と
曰
ふ
」
と
あ
る
。

［
校
異]○

子
路
不
悦
曰

校
本
は
「
悦
」
を
「
説
」
に
作
る
。

○
弗
擾
即
不
狃

底
本
は
「
狃
」
を
行
人
偏
に
作
る
。
校
本
に
拠
っ
て
改
め
た
。

○
與
豈
徒
哉
之
意
不
協

底
本
は
「
協
」
を
「
恊
」
に
作
る
。
校
本
に
拠
っ
て
改
め
た
。
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【
六
】

○
子
張
問
仁
於
孔
子
。
孔
子
曰
、
能
行
五
者
於
天
下
爲
仁
矣
。
請
問
之
。
曰
、
恭
寬
信
敏
惠
。
恭
則
不
侮
、
寬
則
得
衆
、
信

則
人
任
焉
、
敏
則
有
功
、
惠
則
足
以
使
人
。

五
者
皆
仁
之
施
、
而
子
張
之
學
至
此
必
已
從
政
、
而
學
亦
務
實
。
故
告
之
以
此
。
詳
見
説
理
會
編
巻
十
二
。

［
訓
読
］

○
子
張
、
仁
を
孔
子
に
問
ふ
。
孔
子
曰
く
、
能
く
五
者
を
天
下
に
行
ふ
を
仁
と
為
す
、
と
。
之
を
請
ひ
問
ふ
。
曰
く
、
恭
寛

信
敏
恵
な
り
。
恭
な
れ
ば
則
ち
侮
ら
れ
ず
、
寛
な
れ
ば
則
ち
衆
を
得
、
信
な
れ
ば
則
ち
人
任
じ
、
敏
な
れ
ば
則
ち
功
有
り
、

恵
な
れ
ば
則
ち
以
て
人
を
使
ふ
に
足
る
、
と
。

五
者
皆
仁
の
施
に
し
て
、
子
張
の
学
此
に
至
り
て
必
ず
已
に
政
に
従
ひ
て
、
学
も
亦
た
実
を
務
む
。
故
に
之
に
告
ぐ
る

こ
こ

に
此
れ
を
以
て
す
。
詳
し
く
は
説
理
会
編
巻
十
二
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
詳
見
説
理
會
編
卷
十
二

『
説
理
会
編
』
巻
十
二
・

条
で
は
、
子
張
に
対
す
る
孔
子
の
発
言
の
変
化
に
つ
い
て
、

11

子
張
の
学
の
進
展
に
応
じ
た
も
の
と
し
て
整
理
し
、
「
此
れ
亦
た
聖
人
の
教
の
等
を
躐
え
ざ
る
を
見
る
べ
し
」
と

こ

結
ん
で
い
る
。
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【
七
】

○
佛
肸
召
。
子
欲
往
。
子
路
曰
、
昔
者
由
也
聞
諸
夫
子
。
曰
、
親
於
其
身
爲
不
善
者
、
君
子
不
入
也
。
佛
肸
以
中
牟
畔
。
子

之
往
也
、
如
之
何
。
子
曰
、
然
、
有
是
言
也
。
不
曰
堅
乎
、
磨
而
不
磷
。
不
曰
白
乎
、
涅
而
不
緇
。
吾
豈
匏
瓜
也
哉
。
焉
能

繫
而
不
食
。

佛
肸
、
趙
鞅
之
家
臣
。
因
鞅
畔
而
亦
畔
。
故
欲
召
孔
子
也
。
詳
見
孔
子
圖
譜
。
○
孔
子
所
謂
堅
白
、
猶
曾
子
云
江
漢
以
濯

之
、
秋
陽
以
暴
之
也
。
濯
以
江
漢
則
潔
、
是
爲
白
矣
。
暴
以
秋
陽
則
乾
、
是
爲
堅
矣
。
白
者
、
質
素
不
汚
之
意
。
堅
者
、

篤
實
不
破
之
意
。
白
而
至
於
堅
、
則
純
而
不
已
矣
。
戰
國
時
公
孫
龍
爲
堅
白
同
異
之
論
。
以
其
有
形
者
言
、
不
能
強
同
、

以
其
無
形
者
言
、
何
嘗
有
異
。
此
雖
辯
士
之
空
談
、
然
其
説
實
本
於
孔
子
云
不
曰
堅
乎
、
磨
而
不
磷
、
不
曰
白
乎
、
涅
而

不
緇
。
蓋
已
寓
此
意
矣
。
天
下
未
有
磨
不
磷
之
堅
、
未
有
涅
不
緇
之
白
、
以
形
之
異
稟
、
而
一
定
不
可
移
也
。
惟
無
形
之

堅
、
磨
乃
不
磷
。
無
形
之
白
、
涅
乃
不
緇
。
以
其
理
之
同
、
而
變
易
無
方
耳
。
其
爲
此
言
、
猶
曰
親
於
其
身
爲
不
善
者
、

君
子
不
入
、
吾
固
有
是
言
矣
、
然
亦
何
嘗
不
説
磨
不
磷
之
爲
堅
、
涅
不
緇
之
爲
白
乎
。
蓋
言
自
己
不
著
於
堅
白
之
形
、
而

不
磷
不
緇
也
。
爲
子
路
沮
赴
佛
肸
之
召
、
故
以
此
諭
意
。
至
公
孫
龍
、
竊
其
緖
論
而
恣
爲
大
言
、
則
欲
合
異
爲
同
、
以
玄

虛
而
齊
物
矣
。
若
曾
子
但
就
孔
子
堅
白
之
至
者
言
之
、
而
無
形
之
妙
自
寓
其
中
、
此
其
所
以
爲
實
學
也
歟
。
然
則
孔
子
不

磷
不
緇
之
言
、
豈
下
學
之
士
所
可
易
及
哉
。
○
匏
瓜
、
猶
俗
言
死
胡
蘆
頭
也
。
蓋
以
匏
瓜
比
髑
髏
耳
。

［
訓
読
］

○
仏
肸
召
す
。
子
往
か
ん
と
欲
す
。
子
路
曰
く
、
昔
者
由
や
諸
を
夫
子
に
聞
け
り
。
曰
く
、
親
ら
其
の
身
に
於
い
て
不
善
を

ひ
つ
き
つ

む
か
し

こ
れ
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為
す
者
は
、
君
子
は
入
ら
ざ
る
な
り
、
と
。
仏
肸
、
中
牟
を
以
て
畔
く
。
子
の
往
く
や
、
之
を
如
何
、
と
。
子
曰
く
、
然
り
、

是
の
言
有
る
な
り
。
堅
き
を
曰
は
ず
や
、
磨
す
れ
ど
も
磷
が
ず
。
白
き
を
曰
は
ず
や
、
涅
す
れ
ど
も
緇
ま
ず
、
と
。
吾
豈
に

う
す
ら

で
つ

く
ろ

匏
瓜
な
ら
ん
や
。
焉
ん
ぞ
能
く
繫
り
て
食
ら
は
ざ
ら
ん
、
と
。

佛
肸
は
、
趙
鞅
の
家
臣
。
鞅
の
畔
く
に
因
り
て
亦
た
畔
く
。
故
に
孔
子
を
召
さ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
詳
し
く
は
孔
子
図

譜
に
見
ゆ
。
○
孔
子
の
所
謂
堅
、
白
は
、
猶
ほ
曾
子
の
云
ふ
江
漢
以
て
之
を
濯
ひ
、
秋
陽
以
て
之
を
暴
す
な
り
。
濯
ふ
に

あ
ら

さ
ら

江
漢
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
潔
く
、
是
れ
を
白
し
と
為
す
。
暴
す
に
秋
陽
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
乾
き
、
是
れ
を
堅
し
と
為
す
。

白
き
は
、
質
素
に
し
て
汚
れ
ざ
る
の
意
。
堅
き
は
、
篤
実
に
し
て
破
れ
ざ
る
の
意
。
白
く
し
て
堅
き
に
至
れ
ば
、
則
ち
純

に
し
て
已
ま
ざ
ら
ん
。
戦
国
の
時
、
公
孫
龍
、
堅
白
同
異
の
論
を
為
す
。
其
の
形
有
る
者
を
以
て
言
へ
ば
、
同
じ
き
こ
と

を
強
ふ
る
能
は
ず
、
其
の
形
無
き
者
を
以
て
言
へ
ば
、
何
ぞ
嘗
て
異
な
る
こ
と
有
ら
ん
。
此
れ
弁
士
の
空
談
と
雖
も
、
然

れ
ど
も
其
の
説
は
実
に
孔
子
の
堅
き
を
曰
は
ず
や
、
磨
す
れ
ど
も
磷
が
ず
、
白
き
を
曰
は
ず
や
、
涅
す
れ
ど
も
緇
ま
ず
、

と
云
ふ
に
本
づ
く
。
蓋
し
已
に
此
の
意
を
寓
せ
り
。
天
下
に
未
だ
磨
し
て
磷
が
ざ
る
の
堅
き
有
ら
ず
、
未
だ
涅
し
て
緇
ま

ざ
る
の
白
き
有
ら
ざ
る
は
、
形
の
稟
く
る
を
異
に
す
る
を
以
て
、
一
定
し
て
移
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
惟
だ
形
無
き
の
堅

き
は
、
磨
す
れ
ど
も
乃
ち
磷
が
ず
。
形
無
き
の
白
き
は
、
涅
す
れ
ど
も
乃
ち
緇
ま
ず
。
其
の
理
の
同
じ
き
を
以
て
、
変
易

す
る
に
方
無
き
の
み
。
其
れ
此
の
言
た
る
や
、
猶
ほ
親
ら
其
の
身
に
於
い
て
不
善
を
為
す
者
は
、
君
子
は
入
ら
ず
、
吾
固

よ
り
是
の
言
有
り
、
然
れ
ど
も
亦
た
何
ぞ
嘗
て
磨
す
れ
ど
も
磷
が
ざ
る
の
堅
き
と
為
り
、
涅
し
て
緇
ま
ざ
る
の
白
き
と
為

る
を
説
か
ざ
る
や
、
と
曰
ふ
が
ご
と
し
。
蓋
し
自
己
は
堅
白
の
形
を
著
さ
ず
し
て
、
磷
が
ず
緇
ま
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。
子
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路
、
佛
肸
の
召
し
に
赴
く
を
沮
む
が
為
に
、
故
に
此
の
諭
意
を
以
て
す
。
公
孫
竜
に
至
り
て
、
其
の
緒
論
を
窃
み
て

恣

に
大
言
を
為
し
て
は
、
則
ち
異
を
合
し
て
同
と
為
さ
ん
と
欲
し
て
、
以
て
玄
虚
に
し
て
物
を
斉
し
く
す
。
曾
子
の

ほ
し
い
ま
ま

ご
と
き
は
但
だ
孔
子
堅
白
の
至
れ
る
者
に
就
き
て
之
を
言
ひ
て
、
形
無
き
の
妙
自
ら
其
の
中
に
寓
す
。
此
れ
其
の
実
学
を

為
す
所
以
な
ら
ん
か
。
然
れ
ば
則
ち
孔
子
の
磷
が
ず
緇
ま
ず
の
言
は
、
豈
に
下
学
の
士
の
及
び
易
か
る
べ
き
所
な
ら
ん
や
。

○
匏
瓜
は
、
猶
ほ
俗
に
死
胡
蘆
頭
を
言
ふ
な
り
。
蓋
し
匏
瓜
を
以
て
髑
髏
に
比
す
る
の
み
。

［
語
釈
］

○
孔
子
圖
譜

佚
書
。
本
篇
第
一
章
の
［
語
釈
］
参
照
。

○
曾
子
云
～
秋
陽
以
暴
之

『
孟
子
』
滕
文
公
上
・

章
。

4

○
公
孫
龍
爲
堅
白
同
異
之
論

『
公
孫
竜
子
』
堅
白
論
。

【
八
】

○
子
曰
、
由
也
、
女
聞
六
言
六
蔽
矣
乎
。
對
曰
、
未
也
。
居
、
吾
語
女
。
好
仁
不
好
學
、
其
蔽
也
愚
。
好
智
不
好
學
、
其
蔽

也
蕩
。
好
信
不
好
學
、
其
蔽
也
賊
。
好
直
不
好
學
、
其
蔽
也
絞
。
好
勇
不
好
學
、
其
蔽
也
亂
。
好
剛
不
好
學
、
其
蔽
也
狂
。

孔
子
告
子
路
以
六
言
六
蔽
。
比
之
其
他
告
門
弟
子
之
説
、
頗
若
繁
碎
。
今
以
其
説
求
之
、
亦
自
有
條
理
。
蓋
仁
智
者
、
成

己
成
物
之
德
、
合
内
外
之
道
、
而
切
於
身
者
也
。
故
舉
以
先
焉
。
其
下
信
直
勇
剛
、
則
因
子
路
德
性
之
所
偏
而
告
之
。
亦

切
病
之
要
藥
也
。
好
學
則
理
明
而
可
以
開
蔽
矣
。
狂
亦
有
任
真
自
肆
意
。
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［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
由
や
、

女

六
言
六
蔽
を
聞
く
や
。
対
へ
て
曰
く
、
未
だ
し
、
と
。
居
れ
、
吾
、
女
に
語
げ
ん
。
仁
を
好
み
て

な
ん
ぢ

つ

学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
愚
。
智
を
好
み
て
学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
蕩
。
信
を
好
み
て
学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其

の
蔽
や
賊
。
直
を
好
み
て
学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
絞
。
勇
を
好
み
て
学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
乱
。
剛
を
好
み

て
学
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
其
の
蔽
や
狂
。

孔
子
、
子
路
に
告
ぐ
る
に
六
言
六
蔽
を
以
て
す
。
之
を
其
の
他
の
門
弟
子
に
告
ぐ
る
の
説
に
比
す
る
に
、
頗
る
繁
砕
の

ご
と
し
。
今
、
其
の
説
を
以
て
之
を
求
む
る
も
、
亦
た
自
ら
条
理
有
り
。
蓋
し
仁
、
智
は
、
己
を
成
し
物
を
成
す
の
徳
、

内
外
を
合
す
る
の
道
に
し
て
、
身
に
切
な
る
者
な
り
。
故
に
挙
げ
て
以
て
焉
を
先
と
す
。
其
の
下
の
信
、
直
、
勇
、
剛
は
、

こ
れ

則
ち
子
路
の
徳
性
の
偏
る
所
に
因
り
て
之
を
告
ぐ
。
亦
た
病
に
切
な
る
の
要
薬
な
り
。
学
を
好
め
ば
則
ち
理
明
ら
か
に
し

て
以
て
蔽
を
開
く
べ
し
。
狂
は
亦
た
真
に
任
じ
自
ら
肆
に
す
る
の
意
有
り
。

ほ
し
い
ま
ま

［
校
異]○

好
智
不
好
學

校
本
は
「
智
」
を
「
知
」
に
作
る
。

【
九
】

○
子
曰
、
小
子
、
何
莫
學
夫
詩
。
詩
可
以
興
、
可
以
觀
、
可
以
群
、
可
以
怨
。
邇
之
事
父
、
遠
之
事
君
、
多
識
於
鳥
獸
草
木

之
名
。
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多
識
於
鳥
獸
草
木
之
名
、
知
其
名
亦
何
益
於
學
。
蓋
謂
於
鳥
獸
草
木
之
名
亦
得
其
性
情
、
吾
心
因
有
以
多
識
也
。
此
七
言

者
、
皆
以
詩
性
情
得
正
、
而
足
以
爲
感
發
興
起
之
端
、
有
益
於
心
之
實
學
。
與
周
禮
太
師
所
言
六
義
者
大
不
同
矣
。
詳
見

説
理
會
編
卷
之
十
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
小
子
、
何
ぞ
夫
の
詩
を
学
ぶ
こ
と
莫
き
や
。
詩
は
以
て
興
す
べ
く
、
以
て
観
る
べ
く
、
以
て
群
す
べ
く
、
以
て

怨
む
べ
し
。
之
を
邇
く
し
て
は
父
に
事
へ
、
之
を
遠
く
し
て
は
君
に
事
へ
、
多
く
鳥
獣
草
木
の
名
を
識
る
、
と
。

し

多
く
鳥
獣
草
木
の
名
を
識
る
、
其
の
名
を
知
る
は
亦
た
何
ぞ
学
に
益
あ
ら
ん
。
蓋
し
鳥
獣
草
木
の
名
に
於
い
て
も
亦
た

其
の
性
情
を
得
れ
ば
、
吾
が
心
因
り
て
以
て
多
く
識
る
こ
と
有
る
を
謂
ふ
な
り
。
此
の
七
言
は
、
皆
詩
を
以
て
性
情
、
正

し
き
を
得
て
、
以
て
感
発
興
起
す
る
の
端
を
為
す
に
足
り
、
心
の
実
学
に
益
有
り
。
周
礼
太
師
の
言
ふ
所
の
六
義
な
る
者

と
大
い
に
同
じ
か
ら
ず
。
詳
し
く
は
説
理
会
編
巻
の
十
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
周
禮
太
師
所
言
六
義

『
周
礼
』
太
師
に
「
詩
に
六
義
有
り
。
一
に
風
と
曰
ひ
、
二
に
賦
と
曰
ひ
、
三
に
比
と
曰

ひ
、
四
に
興
と
曰
ひ
、
五
に
頌
と
曰
ひ
、
六
に
雅
と
曰
ふ
」
と
の
引
用
が
『
説
理
会
編
』
巻
十
・

条
に
見
え
る
。

50

○
詳
見
説
理
會
編
卷
之
十

『
説
理
会
編
』
巻
十
・

条
に
お
い
て
、
季
本
は
『
周
礼
』
に
所
謂
「
六
義
」
を
「
窃

50

か
に
謂
へ
ら
く
此
れ
只
だ
後
世
に
所
謂
体
格
に
し
て
、
作
詩
の
義
は
此
に
在
ら
ず
」
と
評
し
た
上
で
、
『
論
語
』

の
本
章
こ
そ
が
「
性
情
の
正
し
き
に
出
で
て
、
以
て
人
を
し
て
感
動
興
起
せ
し
む
る
に
足
る
」
と
し
、
「
此
れ
則

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
31



- 179 -

ち
詩
の
義
な
り
」
と
結
ん
で
い
る
。

【
十
】

○
子
謂
伯
魚
曰
、
女
爲
周
南
召
南
矣
乎
。
人
而
不
爲
周
南
召
南
、
其
猶
正
牆
面
而
立
也
與
。

周
南
召
南
、
德
之
有
實
用
處
、
於
學
爲
切
。

［
訓
読
］

○
子
、
伯
魚
に
謂
ひ
て
曰
く
、

女

、
周
南
、
召
南
を
為
び
た
る
か
。
人
に
し
て
周
南
、
召
南
を
為
ば
ざ
れ
ば
、
其
れ
猶
ほ

な
ん
ぢ

ま
な

正
し
く
牆
に
面
し
て
立
つ
が
ご
と
き
か
、
と
。

周
南
、
召
南
は
、
德
の
実
に
用
ふ
る
処
有
り
、
学
に
於
い
て
切
た
り
。

［
語
釈
］

○
周
南
召
南

『
詩
経
』
国
風
冒
頭
の
二
篇
。

［
校
異
］

○
牆
面

底
本
は
「
牆
」
を
「
南
」
に
作
る
。
校
本
に
拠
っ
て
改
め
た
。

【
十
一
】

○
子
曰
、
禮
云
禮
云
。
玉
帛
云
乎
哉
。
樂
云
樂
云
。
鍾
鼓
云
乎
哉
。

禮
之
本
只
是
敬
、
樂
之
本
只
是
和
。
玉
帛
鍾
鼓
、
禮
樂
之
迹
、
乃
其
末
也
。
言
禮
樂
當
求
之
於
本
也
。
○
程
子
謂
盜
賊
爲
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有
禮
樂
。
是
以
迹
言
也
。
敬
與
和
安
在
。
而
以
此
言
禮
樂
乎
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
礼
と
云
ひ
礼
と
云
ふ
。
玉
帛
を
云
は
ん
や
。
楽
と
云
ひ
楽
と
云
ふ
。
鍾
鼓
を
云
は
ん
や
、
と
。

礼
の
本
は
只
だ
是
れ
敬
、
楽
の
本
は
只
だ
是
れ
和
。
玉
帛
、
鍾
鼓
は
、
礼
楽
の
跡
、
乃
ち
其
の
末
な
り
。
礼
楽
は
当
に

之
を
本
に
求
む
べ
き
を
言
ふ
な
り
。
○
程
子
、
盗
賊
を
謂
ひ
て
礼
楽
有
り
と
為
す
。
是
れ
迹
を
以
て
言
ふ
な
り
。
敬
と
和

と
安
く
に
か
在
ら
ん
。
而
る
に
此
れ
を
以
て
礼
楽
と
言
は
ん
や
。

［
語
釈
］

○
程
子
謂

『
論
語
集
注
』
陽
貨
・

章
に
引
く
程
子
語
に
「
盗
賊
の
ご
と
き
は
、
至
り
て
不
道
を
為
せ
ど
も
、
然

11

れ
ど
も
亦
た
礼
楽
有
り
。
蓋
し
必
ず
総
属
有
り
て
、
必
ず
相
ひ
聴
順
し
て
、
乃
ち
盗
を
為
す
。
…
…
礼
楽
は
処
と

し
て
之
れ
無
き
こ
と
無
し
」
と
あ
る
。

［
校
異]○

禮
樂
之
迹

校
本
は
「
迹
」
を
「
跡
」
に
作
る
。

○
是
以
迹
言
也

校
本
は
「
迹
」
を
「
跡
」
に
作
る
。

【
十
二
】

○
子
曰
、
色
厲
而
内
荏
、
譬
諸
小
人
、
其
猶
穿
窬
之
盜
也
與
。
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内
荏
、
非
止
謂
柔
弱
。
以
柔
弱
必
容
私
、
故
比
之
穿
窬
之
盜
。
蓋
小
人
中
、
穿
窬
之
盜
尤
爲
鄙
細
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
色
厲
に
し
て
内
荏
な
る
は
、
諸
を
小
人
に
譬
ふ
れ
ば
、
其
れ
猶
ほ
穿
愉
の
盗
の
ご
と
き
か
、
と
。

じ
ん

こ
れ

内
荏
は
、
止
だ
に
柔
弱
を
謂
ふ
の
み
に
非
ず
。
柔
弱
の
必
ず
私
を
容
る
る
を
以
て
、
故
に
之
を
穿
窬
の
盗
に
比
す
。
蓋

し
小
人
の
中
、
穿
窬
の
盗
を
尤
も
鄙
細
と
為
せ
ば
な
り
。

［
校
異]○

譬
諸
小
人

底
本
は
「
譬
」
を
「
辟
」
に
作
る
。
校
本
に
拠
っ
て
改
め
た
。

【
十
三
】

○
子
曰
、
鄕
原
、
德
之
賊
也
。

鄕
愿
爲
人
亦
難
看
。
惟
孔
子
能
知
之
。
非
孟
子
發
明
詳
盡
、
則
亦
無
以
知
害
德
之
實
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
郷
原
は
、
徳
の
賊
な
り
、
と
。

郷
愿
は
人
と
為
り
亦
た
看
難
し
。
惟
だ
孔
子
の
み
能
く
之
を
知
る
。
孟
子
の
発
明
す
る
こ
と
詳
尽
な
る
に
非
ざ
れ
ば
、

則
ち
亦
た
以
て
徳
を
害
ふ
の
実
を
知
る
こ
と
無
き
な
り
。

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
四
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）
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［
語
釈
］

○
孟
子
發
明
詳
盡

『
孟
子
』
尽
心
下
・

章
。

37

【
十
四
】

○
子
曰
、
道
聽
而
塗
説
、
德
之
棄
也
。

道
、
陌
上
之
路
也
。
塗
、
城
中
之
塗
也
。
聞
善
言
而
徒
資
口
説
、
則
德
不
畜
、
故
謂
之
棄
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
道
に
聴
き
て
塗
に
説
く
は
、
徳
を
之
れ
棄
つ
る
な
り
、
と
。

み
ち

道
は
、
陌
上
の
路
な
り
。
塗
は
、
城
中
の
塗
な
り
。
善
言
を
聞
く
も
徒
だ
口
に
説
く
を
資
く
る
の
み
な
れ
ば
、
則
ち
徳

畜
へ
ら
れ
ず
、
故
に
之
を
棄
つ
と
謂
ふ
。

【
十
五
】

○
子
曰
、
鄙
夫
可
與
事
君
也
與
哉
。
其
未
得
之
也
、
患
得
之
。
既
得
之
、
患
失
之
。
苟
患
失
之
、
無
所
不
至
矣
。

患
得
患
失
、
亦
是
一
念
。
富
貴
之
心
、
無
所
不
至
、
則
不
恤
人
言
、
不
顧
天
理
、
而
成
大
惡
矣
。
此
事
君
者
所
以
貴
於
忠

也
。
忠
則
敬
其
事
而
後
其
食
。
豈
肯
自
利
哉
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
鄙
夫
は
与
に
君
に
事
ふ
べ
け
ん
や
。
其
の
未
だ
之
を
得
ざ
れ
ば
、
之
を
得
ん
こ
と
を
患
ふ
。
既
に
之
を
得
れ
ば
、

う
れ
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之
を
失
は
ん
こ
と
を
患
ふ
。
苟
く
も
之
を
失
は
ん
こ
と
を
患
ふ
れ
ば
、
至
ら
ざ
る
所
無
し
、
と
。

得
ん
こ
と
を
患
ひ
失
は
ん
こ
と
を
患
ふ
る
も
、
亦
た
是
れ
一
念
な
り
。
富
貴
の
心
、
至
ら
ざ
る
所
無
け
れ
ば
、
則
ち
人

の
言
を
恤
れ
ず
、
天
理
を
顧
み
ず
し
て
、
大
悪
を
成
さ
ん
。
此
れ
君
に
事
ふ
る
者
の
忠
を
貴
ぶ
所
以
な
り
。
忠
な
れ
ば
則

お
そ

ち
其
の
事
に
敬
し
て
其
の
食
を
後
に
す
。
豈
に
肯
て
自
ら
利
せ
ん
や
。

【
十
六
】

○
子
曰
、
古
者
民
有
三
疾
、
今
也
或
是
之
亡
也
。
古
之
狂
也
肆
、
今
之
狂
也
蕩
。
古
之
矜
也
廉
、
今
之
矜
也
忿
戾
。
古
之
愚

也
直
、
今
之
愚
也
詐
而
已
矣
。

矜
狂
愚
正
是
三
疾
、
廉
肆
直
則
疾
之
所
以
爲
疾
。
以
起
忿
戾
蕩
詐
、
而
見
其
疾
之
亡
也
。
孔
子
之
時
、
曾
點
之
高
明
、
狂

也
。
原
憲
之
狷
介
、
矜
也
。
高
柴
之
執
守
、
愚
也
。
故
不
謂
之
亡
、
而
曰
或
是
之
亡
也
。
○
聖
人
以
矜
狂
愚
爲
三
疾
、
蓋

有
所
指
。
矜
謂
持
守
莊
嚴
、
即
狷
者
也
。
以
其
有
稜
角
處
、
故
謂
之
廉
。
然
但
少
樂
易
耳
。
若
忿
戾
則
克
伐
盡
行
、
而
人

無
所
容
矣
。
狂
謂
志
意
高
遠
、
即
狂
者
也
。
以
其
有
忽
略
時
、
故
謂
之
肆
。
然
但
少
精
密
耳
。
若
蕩
則
禮
法
盡
廢
、
而
己

無
所
守
矣
。
愚
謂
執
滯
不
通
、
即
信
果
之
小
人
也
。
以
其
任
性
所
爲
、
戇
無
顧
忌
、
故
謂
之
直
。
然
恆
心
猶
未
失
也
。
若

無
而
爲
有
、
虛
而
爲
盈
、
約
而
爲
泰
、
則
詐
矣
。
由
是
觀
之
、
不
惟
狂
狷
不
易
得
、
而
有
恆
者
、
雖
困
於
愚
亦
所
未
有
。

故
曰
、
得
見
有
恆
者
、
斯
可
矣
。
蓋
三
疾
、
氣
質
之
偏
也
。
使
知
好
學
以
反
之
、
則
亦
可
以
成
德
。
如
柳
下
惠
之
不
恭
似

肆
、
伯
夷
之
隘
似
廉
、
比
干
之
強
諫
似
直
。
惟
其
能
以
學
自
成
、
則
皆
入
聖
。
不
然
、
則
亦
安
能
免
於
三
疾
哉
。

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
四
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
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［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
古
者
は
民
に
三
疾
有
り
、
今
や
或
い
は
是
れ
を
之
れ
亡
ぼ
す
な
り
。
古
の
狂
や
肆
、
今
の
狂
や
蕩
。
古
の
矜
や

い
に
し
へ

廉
、
今
の
矜
や
忿
戻
。
古
の
愚
や
直
、
今
の
愚
や
詐
の
み
、
と
。

矜
、
狂
、
愚
は
正
に
是
れ
三
疾
に
し
て
、
廉
、
肆
、
直
は
則
ち
疾
の
疾
た
る
所
以
な
り
。
忿
戻
、
蕩
、
詐
を
起
こ
す
を

以
て
し
て
、
其
の
疾
の
亡
ぼ
す
を
見
す
な
り
。
孔
子
の
時
、
曾
点
の
高
明
は
、
狂
な
り
。
原
憲
の
狷
介
は
、
矜
な
り
。
高

柴
の
執
守
は
、
愚
な
り
。
故
に
之
を
亡
ぼ
す
と
謂
は
ず
し
て
、
或
い
は
是
れ
を
之
れ
亡
ぼ
す
と
曰
ふ
な
り
。
○
聖
人
、
矜
、

狂
、
愚
を
以
て
三
疾
と
為
す
は
、
蓋
し
指
す
所
有
り
。
矜
は
持
守
す
る
こ
と
荘
厳
な
る
を
謂
ふ
、
即
ち
狷
者
な
り
。
其
の

稜
角
す
る
処
有
る
を
以
て
、
故
に
之
を
廉
と
謂
ふ
。
然
れ
ど
も
但
だ
少
し
く
楽
易
な
る
の
み
。
若
し
忿
戻
な
れ
ば
則
ち
克

も

伐
尽
く
行
ひ
て
、
人
に
容
る
る
所
無
か
ら
ん
。
狂
は
志
意
の
高
遠
な
る
を
謂
ふ
、
即
ち
狂
者
な
り
。
其
の
忽
略
な
る
時
有

る
を
以
て
、
故
に
之
を
肆
と
謂
ふ
。
然
れ
ど
も
但
だ
少
し
く
精
密
な
る
の
み
。
若
し
蕩
な
れ
ば
則
ち
礼
法
尽
く
廃
し
て
、

己
に
守
る
所
無
か
ら
ん
。
愚
は
執
滞
通
ぜ
ざ
る
を
謂
ふ
、
即
ち
信
果
の
小
人
な
り
。
其
の
性
の
為
す
所
に
任
せ
て
、
戇
に

し
て
顧
忌
す
る
こ
と
無
き
を
以
て
、
故
に
之
を
直
と
謂
ふ
。
然
れ
ど
も
恒
心
は
猶
ほ
未
だ
失
は
ざ
る
な
り
。
若
し
無
く
し

て
有
り
と
為
し
、
虚
し
く
し
て
盈
て
り
と
為
し
、
約
に
し
て
泰
か
と
為
せ
ば
、
則
ち
詐
な
ら
ん
。
是
れ
に
由
り
て
之
を
観

ゆ
た

れ
ば
、
惟
だ
に
狂
、
狷
得
易
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
し
て
、
恒
有
る
者
も
、
愚
に
困
し
む
と
雖
も
亦
た
未
だ
有
ら
ざ
る
所

な
り
。
故
に
曰
く
、
恒
有
る
者
を
見
る
を
得
れ
ば
、
斯
ち
可
な
り
、
と
。
蓋
し
三
疾
は
、
気
質
の
偏
り
な
り
。
学
を
好
み

て
以
て
之
に
反
る
を
知
ら
し
め
ば
、
則
ち
亦
た
以
て
徳
を
成
す
べ
し
。
柳
下
恵
の
不
恭
は
肆
に
似
、
伯
夷
の
隘
は
廉
に
似
、
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比
干
の
強
諫
は
直
に
似
た
る
が
ご
と
し
。
惟
だ
其
れ
能
く
学
を
以
て
自
ら
成
せ
ば
、
則
ち
皆
聖
に
入
る
。
然
ら
ざ
れ
ば
、

則
ち
亦
た
安
ん
ぞ
能
く
三
疾
を
免
れ
ん
や
。

［
語
釈
］

○
無
而
爲
有
～
約
而
爲
泰

『
論
語
』
述
而
・

章
。

25

○
得
見
有
恆
者
斯
可
矣

『
論
語
』
述
而
・

章
。

25

［
校
異
］

○
戇
無
顧
忌

校
本
は
「
戇
」
を
「
憨
」
に
作
る
。

【
十
七
】

○
子
曰
、
巧
言
令
色
、
鮮
矣
仁
。

見
學
而
篇
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
巧
言
令
色
、
鮮
な
し
仁
、
と
。

学
而
篇
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
見
學
而
篇

『
論
語
』
学
而
・

章
に
も
同
文
が
あ
る
。

3

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
四
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）
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【
十
八
】

○
子
曰
、
惡
紫
之
奪
朱
也
。
惡
鄭
聲
之
亂
雅
樂
也
。
惡
利
口
之
覆
邦
家
者
。

紫
比
朱
爲
深
。
然
以
之
閒
朱
、
則
疑
於
朱
矣
。
鄭
聲
比
雅
樂
爲
淫
。
然
以
之
閒
雅
樂
、
則
疑
於
雅
矣
。
朱
以
章
服
、
樂
以

察
音
。
即
書
采
施
五
色
、
汝
明
。
出
納
五
言
、
汝
聽
之
意
、
皆
所
以
正
群
臣
之
德
。
朱
爲
紫
奪
、
雅
爲
鄭
奪
。
紫
疑
於
朱
、

鄭
疑
於
雅
。
似
是
而
非
、
此
孔
子
所
以
惡
也
。
以
興
利
口
之
亂
信
、
亦
似
是
而
非
者
也
。
於
此
不
察
、
則
覆
邦
家
。
安
得

而
不
惡
之
。
耳
目
爲
聲
色
所
眩
、
猶
當
深
惡
。
況
人
心
爲
利
口
所
眩
乎
。
欲
人
正
是
非
之
心
、
辨
於
疑
似
之
際
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
紫
の
朱
を
奪
ふ
を
悪
む
。
鄭
声
の
雅
楽
を
乱
す
を
悪
む
。
利
口
の
邦
家
を
覆
す
者
を
悪
む
、
と
。

紫
は
朱
に
比
せ
ば
深
し
と
為
す
。
然
れ
ど
も
之
を
以
て
朱
に
間
ふ
れ
ば
、
則
ち
朱
に
疑
は
れ
ん
。
鄭
声
は
雅
楽
に
比
せ

ま
じ

ば
淫
り
と
為
す
。
然
れ
ど
も
之
を
以
て
雅
楽
に
間
ふ
れ
ば
、
則
ち
雅
に
疑
は
れ
ん
。
朱
は
以
て
服
を
章
ら
か
に
し
、
楽
は

以
て
音
を
察
す
。
即
ち
書
の
五
色
を
采
施
す
、
汝
明
ら
か
に
せ
よ
。
五
言
を
出
納
す
、
汝
聴
け
の
意
、
皆
群
臣
の
徳
を
正

す
所
以
な
り
。
朱
、
紫
に
奪
は
れ
、
雅
、
鄭
に
奪
は
る
。
紫
、
朱
に
疑
は
れ
、
鄭
、
雅
に
疑
は
る
。
是
に
似
て
非
な
る
、

此
れ
孔
子
の
悪
む
所
以
な
り
。
以
て
利
口
の
信
を
乱
す
を
興
す
も
、
亦
た
是
に
似
て
非
な
る
者
な
り
。
此
に
於
い
て
察
せ

ざ
れ
ば
、
則
ち
邦
家
を
覆
さ
ん
。
安
ん
ぞ
得
て
之
を
悪
ま
ざ
ら
ん
や
。
耳
目
の
声
色
の
眩
む
る
所
と
為
る
す
ら
、
猶
ほ
当

に
深
く
悪
む
べ
し
。
況
ん
や
人
心
の
利
口
の
眩
む
る
所
と
為
る
を
や
。
人
の
是
非
の
心
を
正
し
、
疑
似
の
際
を
弁
ぜ
ん
こ

と
を
欲
す
る
な
り
。
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［
語
釈
］

○
書
采
施
五
色
～
汝
聽

『
尚
書
』
益
稷
。

○
似
是
而
非
、
此
孔
子
所
以
惡
也

『
孟
子
』
尽
心
下
・

章
に
「
孔
子
曰
く
、
似
て
非
な
る
者
を
悪
む
」
と
あ
る
。

37

［
校
異]○

此
孔
子
所
以
惡
也

校
本
は
「
此
」
を
欠
く
。

【
十
九
】

○
子
曰
、
予
欲
無
言
。
子
貢
曰
、
子
如
不
言
、
則
小
子
何
述
焉
。
子
曰
、
天
何
言
哉
。
四
時
行
焉
、
百
物
生
焉
。
天
何
言
哉
。

此
章
之
旨
、
集
註
得
之
。
所
引
程
子
之
言
、
發
明
尤
盡
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
予
言
ふ
こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
、
と
。
子
貢
曰
く
、
子
如
し
言
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
小
子
何
を
か
述
べ
ん
、
と
。

子
曰
く
、
天
何
を
か
言
は
ん
や
。
四
時
行
り
、
百
物
生
ず
。
天
何
を
か
言
は
ん
や
、
と
。

め
ぐ

此
章
の
旨
、
集
註
之
を
得
た
り
。
引
く
所
の
程
子
の
言
、
発
明
す
る
こ
と
尤
も
尽
く
せ
り
。

［
語
釈
］

○
所
引
程
子
之
言

『
論
語
集
注
』
陽
貨
・

章
に
引
く
程
子
語
に
「
孔
子
の
道
は
、
譬
へ
ば
日
星
の
明
ら
か
な
る

19

が
ご
と
く
な
る
も
、
猶
ほ
門
人
未
だ
尽
く
暁
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
患
ふ
。
故
に
曰
く
、
予
言
ふ
こ
と
無
か
ら
ん
と

『
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欲
す
、
と
。
顔
子
の
ご
と
き
は
則
ち
便
ち
黙
識
す
。
其
の
他
は
則
ち
未
だ
疑
問
を
免
れ
ず
。
故
に
曰
く
、
小
子
何

を
か
述
べ
ん
、
と
。
又
た
曰
く
、
天
何
を
か
言
は
ん
や
。
四
時
行
り
、
百
物
生
ず
、
と
。
則
ち
至
り
て
明
白
と
謂

ふ
べ
し
」
と
あ
る
。

【
二
十
】

○
孺
悲
欲
見
孔
子
。
孔
子
辭
以
疾
。
將
命
者
出
戶
。
取
瑟
而
歌
、
使
之
聞
之
。

孔
子
取
瑟
而
歌
、
以
警
孺
悲
。
雖
其
不
終
絶
人
之
仁
、
然
亦
見
孺
悲
猶
有
可
教
之
地
也
。

［
訓
読
］

○
孺
悲
、
孔
子
を
見
ん
と
欲
す
。
孔
子
辞
す
る
に
疾
を
以
て
す
。
命
を

将

ふ
者
、
戸
を
出
づ
。
瑟
を
取
り
て
歌
ひ
、
之
を

お
こ
な

し
て
之
を
聞
か
し
む
。

孔
子
、
瑟
を
取
り
て
歌
ひ
て
、
以
て
孺
悲
を
警
む
。
其
の
人
を
絶
つ
の
仁
に
終
は
ら
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
亦
た
孺
悲

い
ま
し

猶
ほ
教
ふ
べ
き
の
地
有
る
を
見
す
な
り
。

【
二
十
一
】

○
宰
我
問
、
三
年
之
喪
、
期
已
久
矣
。
君
子
三
年
不
爲
禮
、
禮
必
壞
。
三
年
不
爲
樂
、
樂
必
崩
。
舊
穀
既
沒
、
新
穀
既
升
、

鑽
燧
改
火
。
期
可
已
矣
。
子
曰
、
食
夫
稻
、
衣
夫
錦
、
於
女
安
乎
。
曰
、
安
。
女
安
、
則
爲
之
。
夫
君
子
之
居
喪
、
食
旨
不
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甘
、
聞
樂
不
樂
、
居
處
不
安
、
故
不
爲
也
。
今
女
安
、
則
爲
之
。

爲
之
與
故
不
爲
也
、
指
食
稻
衣
錦
言
。
安
字
、
起
不
忍
之
端
。

宰
我
出
。
子
曰
、
予
之
不
仁
也
。
子
生
三
年
、
然
後
免
於
父
母
之
懷
。
夫
三
年
之
喪
、
天
下
之
通
喪
也
。
予
也
有
三
年
之
愛

於
其
父
母
乎
。

此
以
父
母
之
恩
啓
宰
我
不
安
之
心
。

［
訓
読
］

○
宰
我
問
ふ
、
三
年
の
喪
は
、
期
も
已
に
久
し
。
君
子
三
年
礼
を
為
さ
ざ
れ
ば
、
礼
必
ず
壊
れ
ん
。
三
年
楽
を
為
さ
ざ
れ
ば
、

や
ぶ

楽
必
ず
崩
れ
ん
。
旧
穀
既
に
没
き
て
、
新
穀
既
に
升
り
、
燧
を
鑽
り
て
火
を
改
む
。
期
に
し
て
已
む
べ
し
、
と
。
子
曰
く
、

つ

み
の

す
い

き

夫
の
稲
を
食
ら
ひ
、
夫
の
錦
を
衣
る
こ
と
、
女
に
於
い
て
安
き
か
、
と
。
曰
く
、
安
し
、
と
。
女
安
け
れ
ば
、
則
ち
之
を
為

な
ん
ぢ

せ
。
夫
れ
君
子
の
喪
に
居
る
や
、
旨
き
を
食
ら
へ
ど
も
甘
か
ら
ず
、
楽
を
聞
け
ど
も
楽
し
ま
ず
、
居
処
安
か
ら
ず
、
故
に
為

さ
ざ
る
な
り
。
今
女
安
け
れ
ば
、
則
ち
之
を
為
せ
、
と
。

之
を
為
せ
と
故
に
為
さ
ざ
る
な
り
と
は
、
稲
を
食
ら
ひ
錦
を
衣
る
を
指
し
て
言
ふ
。
安
の
字
は
、
忍
び
ざ
る
の
端
を
起

こ
す
。

宰
我
出
づ
。
子
曰
く
、
予
の
不
仁
な
る
や
。
子
生
ま
れ
て
三
年
、
然
る
後
に
父
母
の
懐
を
免
る
。
夫
れ
三
年
の
喪
は
、
天
下

の
通
喪
な
り
。
予
や
其
の
父
母
に
三
年
の
愛
有
ら
ん
か
、
と
。
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此
れ
父
母
の
恩
を
以
て
宰
我
の
安
か
ら
ざ
る
の
心
を
啓
け
り
。

【
二
十
二
】

○
子
曰
、
飽
食
終
日
、
無
所
用
心
、
難
矣
哉
。
不
有
博
弈
者
乎
。
爲
之
、
猶
賢
乎
已
。

博
弈
猶
賢
乎
已
、
如
朱
子
所
謂
纔
讀
書
、
則
心
便
主
於
讀
書
、
纔
寫
字
、
則
心
便
主
於
寫
字
也
。
如
此
則
心
有
所
著
、
亦

非
心
體
之
正
。
蓋
人
無
所
用
心
、
未
免
入
於
邪
僻
、
則
不
若
有
事
庶
幾
可
以
維
持
此
心
也
。
久
之
有
所
開
明
、
則
本
體
見

矣
。
難
矣
哉
者
、
張
橫
渠
所
謂
放
越
而
莫
知
其
極
、
惡
之
所
由
生
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
飽
食
終
日
、
心
を
用
ふ
る
所
無
け
れ
ば
、
難
き
か
な
。
博
弈
な
る
者
有
ら
ず
や
。
之
を
為
す
は
、
猶
ほ
已
む
に

賢
れ
り
、
と
。

博
弈
猶
ほ
已
む
に
賢
れ
り
は
、
朱
子
の
所
謂
纔
か
に
書
を
読
め
ば
、
則
ち
心
は
便
ち
書
を
読
む
に
主
た
ら
ん
、
纔
か
に

字
を
写
せ
ば
、
則
ち
心
は
便
ち
字
を
写
す
に
主
た
ら
ん
の
ご
と
し
。
此
く
の
ご
と
き
は
則
ち
心
に
著
す
る
所
有
り
て
、
亦

た
心
体
の
正
に
非
ず
。
蓋
し
人
、
心
を
用
ふ
る
所
無
く
し
て
、
未
だ
邪
僻
に
入
る
を
免
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
事
と
す
る
こ
と

有
る
の
以
て
此
の
心
を
維
持
す
べ
き
に
庶
幾
き
に
若
か
ざ
る
な
り
。
之
を
久
し
く
し
て
開
明
す
る
所
有
れ
ば
、
則
ち
本

ち
か

体
見
れ
ん
。
難
き
か
な
は
、
張
横
渠
の
所
謂
放
越
し
て
其
の
極
を
知
る
こ
と
莫
き
は
、
悪
の
由
り
て
生
ず
る
所
な
り
。

あ
ら
は
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［
語
釈
］

○
朱
子
所
謂

『
論
語
集
注
大
全
』
陽
貨
・

章
。

22

○
張
橫
渠
所
謂

『
論
語
集
注
大
全
』
陽
貨
・

章
。

22

【
二
十
三
】

○
子
路
曰
、
君
子
尚
勇
乎
。
子
曰
、
君
子
義
以
爲
上
。
君
子
有
勇
而
無
義
、
爲
亂
。
小
人
有
勇
而
無
義
、
爲
盜
。

慶
源
輔
氏
曰
、
尚
義
而
勇
、
義
理
之
勇
也
。
勇
而
無
義
、
血
氣
之
勇
也
。
爲
血
氣
所
使
、
而
不
以
義
理
制
之
。
故
其
爲
害
、

在
上
則
逆
理
而
爲
亂
、
在
下
則
肆
欲
而
爲
盜
。
子
路
之
言
有
自
負
其
勇
之
意
。
若
後
來
進
德
高
、
必
不
復
以
此
爲
問
矣
。

［
訓
読
］

○
子
路
曰
く
、
君
子
勇
を
尚
ぶ
か
、
と
。
子
曰
く
、
君
子
義
以
て
上
と
為
す
。
君
子
勇
有
り
て
義
無
け
れ
ば
、
乱
を
為
す
。

小
人
勇
有
り
て
義
無
け
れ
ば
、
盗
を
為
す
、
と
。

慶
源
輔
氏
曰
く
、
義
を
尚
び
て
勇
な
る
は
、
義
理
の
勇
な
り
。
勇
に
し
て
義
無
け
れ
ば
、
血
気
の
勇
な
り
。
血
気
の
使

ふ
所
と
為
り
て
、
義
理
を
以
て
之
を
制
せ
ず
。
故
に
其
の
害
を
為
す
こ
と
、
上
に
在
れ
ば
則
ち
理
に
逆
ら
ひ
て
乱
を
為
し
、

下
に
在
れ
ば
則
ち
欲
を
肆
に
し
て
盗
を
為
す
。
子
路
の
言
に
其
の
勇
を
自
負
す
る
の
意
有
り
。
若
し
後
来
徳
を
進
む
る
こ

と
高
け
れ
ば
、
必
ず
復
た
此
れ
を
以
て
問
ひ
を
為
さ
ざ
ら
ん
、
と
。
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［
語
釈
］

○
慶
源
輔
氏
曰

『
論
語
集
注
大
全
』
陽
貨
・

章
。

23

【
二
十
四
】

○
子
貢
曰
、
君
子
亦
有
惡
乎
。
子
曰
、
有
惡
。
惡
稱
人
之
惡
者
。
惡
居
下
流
而
訕
上
者
。
惡
勇
而
無
禮
者
。
惡
果
敢
而
窒
者
。

勇
、
謂
奮
發
。
果
敢
、
謂
決
斷
。
皆
氣
質
之
所
爲
。
勇
而
有
禮
、
果
敢
而
不
窒
、
則
出
於
學
問
矣
。
天
下
可
惡
之
事
、
尤

有
重
者
、
而
獨
舉
此
四
端
。
蓋
爲
當
時
學
者
之
通
病
而
發
也
。

曰
、
賜
也
亦
有
惡
乎
。
惡
徼
以
爲
智
者
。
惡
不
孫
以
爲
勇
者
。
惡
訐
以
爲
直
者
。

賜
也
亦
有
惡
乎
、
蓋
孔
子
之
問
。
下
當
有
曰
字
。
則
子
貢
之
答
辭
也
。
知
勇
直
、
皆
達
德
之
事
。
徼
不
孫
訐
、
動
於
氣
者

也
。
蓋
惡
近
似
者
之
害
德
、
而
欲
以
自
警
也
。

［
訓
読
］

○
子
貢
曰
く
、
君
子
も
亦
た
悪
む
こ
と
有
り
や
、
と
。
子
曰
く
、
悪
む
こ
と
有
り
。
人
の
悪
を
称
す
る
者
を
悪
む
。
下
流
に

居
り
て
上
を
訕
る
者
を
悪
む
。
勇
に
し
て
礼
無
き
者
を
悪
む
。
果
敢
に
し
て
窒
が
る
者
を
悪
む
、
と
。

勇
は
、
奮
発
を
謂
ふ
。
果
敢
は
、
決
断
を
謂
ふ
。
皆
気
質
の
為
す
所
な
り
。
勇
に
し
て
礼
有
り
、
果
敢
に
し
て
窒
が
ら

ざ
れ
ば
、
則
ち
学
問
に
出
で
ん
。
天
下
の
悪
む
べ
き
の
事
、
尤
も
重
き
者
有
る
も
、
独
り
此
の
四
端
を
挙
ぐ
。
蓋
し
当
時
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の
学
者
の
通
病
の
為
に
し
て
発
す
る
な
り
。

曰
く
、
賜
も
亦
た
悪
む
こ
と
有
り
や
、
と
。
徼
に
し
て
以
て
智
と
為
す
者
を
悪
む
。
不
孫
に
し
て
以
て
勇
と
為
す
者
を
悪
む
。

き
ょ
う

訐
に
し
て
以
て
直
と
為
す
者
を
悪
む
。

賜
も
亦
た
悪
む
こ
と
有
り
や
は
、
蓋
し
孔
子
の
問
ひ
な
り
。
下
に
当
に
曰
の
字
有
る
べ
し
。
則
ち
子
貢
の
答
辞
な
り
。

知
、
勇
、
直
は
、
皆
達
徳
の
事
。
徼
、
不
孫
、
訐
は
、
気
に
動
ぜ
ら
る
る
者
な
り
。
蓋
し
近
似
す
る
者
の
徳
を
害
ふ
を
悪

み
て
、
以
て
自
ら
警
め
ん
と
欲
す
る
な
り
。

［
校
異]○

惡
徼
以
爲
智
者

校
本
は
「
智
」
を
「
知
」
に
作
る
。

【
二
十
五
】

○
子
曰
、
唯
女
子
與
小
人
爲
難
養
也
。
近
之
則
不
孫
、
遠
之
則
怨
。

易
之
遯
以
不
惡
而
嚴
畜
臣
妾
、
即
此
義
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
唯
だ
女
子
と
小
人
と
を
養
ひ
難
し
と
為
す
。
之
を
近
づ
く
れ
ば
則
ち
不
孫
、
之
を
遠
ざ
く
れ
ば
則
ち
怨
む
、
と
。

易
の
遯
、
悪
ま
ず
し
て
厳
に
す
る
を
以
て
臣
妾
を
畜
ふ
は
、
即
ち
此
の
義
な
り
。

［
語
釈
］

○
易
之
遯
以
不
惡
而
嚴
畜
臣
妾

『
周
易
』
遯
卦
に
「
君
子
は
以
て
小
人
を
遠
ざ
け
、
悪
ま
ず
し
て
厳
に
す
」
と
あ
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り
、
爻
辞
に
「
臣
妾
を
畜
ふ
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

【
二
十
六
】

○
子
曰
、
年
四
十
而
見
惡
焉
。
其
終
也
已
。

朱
子
曰
、
見
惡
、
謂
有
可
惡
之
實
、
而
見
惡
於
能
惡
人
者
。
非
不
善
者
惡
之
之
謂
也
。
此
言
雖
亦
可
通
、
但
不
若
以
惡
讀

如
字
乃
爲
易
曉
耳
。
見
惡
、
謂
惡
顯
於
外
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
年
四
十
に
し
て
悪
を
見
は
す
。
其
れ
終
は
ら
ん
の
み
、
と
。

あ
ら

朱
子
曰
く
、
見
悪
は
、
悪
む
べ
き
の
実
有
り
て
、
能
く
人
を
悪
む
者
に
悪
ま
る
る
を
謂
ふ
。
不
善
者
の
之
を
悪
む
の
謂

ひ
に
非
ざ
る
な
り
、
と
。
此
の
言
亦
た
通
ず
べ
し
と
雖
も
、
但
だ
悪
を
以
て
読
む
こ
と
字
の
ご
と
く
し
て
乃
ち
暁
り
易
し

と
為
す
に
若
か
ざ
る
の
み
。
見
悪
は
、
悪
の
外
に
顕
は
る
る
を
謂
ふ
な
り
。

［
語
釈
］

○
朱
子
曰

『
論
語
集
注
大
全
』
陽
貨
・

章
に
「
見
悪
は
、
亦
た
悪
む
べ
き
の
実
有
り
て
、
罪
を
能
く
人
を
悪
む

26

者
に
得
る
を
謂
ふ
。
不
善
者
、
之
を
悪
む
の
謂
ひ
に
非
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
本
文
の
訓
読
は

「
悪
ま
る
」
と
な
る
。

○
能
惡
人
者

『
論
語
』
里
仁
・

章
に
「
唯
だ
仁
者
の
み
、
能
く
人
を
好
み
、
能
く
人
を
悪
む
」
と
あ
る
。

3

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
31
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○
讀
如
字

そ
の
字
本
来
の
音
で
読
む
こ
と
。
「
読
如
（
読
若
）
」
は
漢
儒
注
釈
法
の
一
つ
。

論
語
私
存
卷
十
七

終

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
四
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）
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論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
31

論
語
私
存
卷
十
八

會
稽
季
本
箋
釋

微
子
第
十
八

【
一
】

微
子
去
之
、
箕
子
爲
之
奴
、
比
干
諫
而
死
。
孔
子
曰
、
殷
有
三
仁
焉
。

孟
子
曰
、
以
紂
爲
兄
之
子
、
而
有
微
子
啓
王
子
比
干
。
則
二
子
者
、
皆
紂
之
諸
父
也
。
史
記
誤
以
微
子
爲
紂
庶
兄
、
而
比

干
箕
子
皆
以
爲
紂
親
戚
。
然
觀
商
書
微
子
篇
、
箕
子
稱
比
干
爲
王
子
。
似
乎
異
姓
相
稱
之
辭
。
則
謂
箕
子
爲
同
姓
、
尚
可

疑
也
。
又
謂
微
子
去
、
比
干
強
諫
、
紂
怒
、
剖
比
干
、
觀
其
心
、
箕
子
懼
、
乃
佯
狂
爲
奴
、
敘
箕
子
之
奴
於
比
干
之
後
。

又
謂
箕
子
懼
而
佯
狂
、
亦
非
爲
紂
所
囚
之
意
也
。
皆
與
論
語
不
合
。
且
佯
狂
之
説
、
於
經
無
據
。
易
言
箕
子
之
明
夷
、
乃

其
心
中
有
甚
難
處
不
可
以
語
人
者
、
而
不
失
其
心
、
故
以
内
難
而
正
其
志
、
釋
艱
貞
之
義
。
其
實
自
晦
其
明
、
與
文
王
外

柔
順
而
内
文
明
意
同
。
見
其
能
明
哲
保
身
也
、
豈
必
謂
佯
狂
哉
。

［
訓
読
］

微
子
、
之
を
去
り
、
箕
子
、
之
が
奴
と
為
り
、
比
干
、
諫
め
て
死
す
。
孔
子
曰
く
、
殷
に
三
仁
有
り
、
と
。

孟
子
曰
く
、
紂
を
以
て
兄
の
子
と
為
し
て
、
微
子
啓
、
王
子
比
干
有
り
、
と
。
則
ち
二
子
と
は
、
皆
な
紂
の
諸
父
な
り
。

史
記
誤
り
て
微
子
を
以
て
紂
の
庶
兄
と
為
す
、
而
し
て
比
干
、
箕
子
皆
な
以
て
紂
の
親
戚
と
為
す
。
然
れ
ど
も
商
書
微
子



- 197 -

篇
を
観
る
に
、
箕
子
は
比
干
を
称
し
て
王
子
と
為
す
。
異
姓
相
ひ
称
す
る
の
辞
に
似
た
り
。
則
ち
箕
子
は
同
姓
た
り
と
謂

ふ
は
、
尚
ほ
疑
ふ
べ
き
な
り
。
又
た
微
子
去
り
、
比
干
強
諫
す
、
紂
怒
り
、
比
干
を
剖
き
、
其
の
心
を
観
る
、
箕
子
懼
れ
、

乃
ち
佯
狂
し
て
奴
と
為
る
と
謂
へ
ば
、
箕
子
の
奴
を
比
干
の
後
に
敘
す
。
又
た
箕
子
懼
れ
て
佯
狂
す
と
謂
ふ
は
、
亦
た
紂

の
囚
ふ
る
所
と
為
る
の
意
に
非
ざ
る
な
り
。
皆
な
論
語
と
合
せ
ず
。
且
つ
佯
狂
の
説
、
経
に
於
い
て
拠
る
無
し
。
易
に
箕

子
の
明
夷
と
言
ふ
は
、
乃
ち
其
の
心
中
に
甚
だ
難
き
処
、
以
て
人
に
語
る
べ
か
ら
ざ
る
者
有
り
、
而
れ
ど
も
其
の
心
を
失

は
ず
、
故
に
内
に
難
あ
り
て
其
の
志
を
正
す
を
以
て
、
艱
貞
の
義
を
釈
す
。
其
の
実
、
自
ら
其
の
明
を
晦
く
す
る
は
、
文

王
は
外
、
柔
順
に
し
て
内
、
文
明
な
る
と
意
同
じ
。
其
の
能
く
明
哲
保
身
す
る
を
見
す
な
り
、
豈
に
必
ず
し
も
佯
狂
と
謂

し
め

は
ん
や
。

［
語
釈
］

○
孟
子
曰
、
以
紂
爲
兄
之
子
、
而
有
微
子
啓
、
王
子
比
干

『
孟
子
』
告
子
章
句
上
・
６
章
。

◯
史
記
誤
以
微
子
爲
紂
庶
兄
、
而
比
干
箕
子
皆
以
爲
紂
親
戚

『
史
記
』
巻
十
三
・
三
代
世
表
に
、
「
宋
の
微
子
啓

は
、
紂
の
庶
兄
な
り
」
と
あ
る
。
『
史
記
』
巻
三
十
八
・
宋
微
子
世
家
に
、
「
箕
子
な
る
者
は
、
紂
の
親
戚
な
り
。

…
…
王
子
比
干
な
る
者
も
、
亦
た
紂
の
親
戚
な
り
」
と
あ
る
。

◯
觀
商
書
微
子
篇
、
箕
子
稱
比
干
爲
王
子

『
尚
書
』
微
子
篇
に
「
父
師
若
く
曰
く
、
王
子
よ
、
…
…
王
子
に
出
で

か

迪
れ
ん
こ
と
を
詔
ぐ
」
と
あ
る
。
「
父
師
」
は
箕
子
の
こ
と
。
箕
子
が
比
干
の
こ
と
を
「
王
子
」
と
呼
ん
だ
と
す

の
が

つ

る
。
な
お
、
鄭
玄
や
蔡
沈
『
書
集
伝
』
な
ど
多
く
の
注
釈
で
は
「
王
子
」
と
は
微
子
の
こ
と
と
す
る
。

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
四
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）
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◯
微
子
去
、
比
干
強
諫
。
紂
怒
、
剖
比
干
、
觀
其
心
、
箕
子
懼
、
乃
佯
狂
爲
奴

『
史
記
』
巻
三
・
殷
本
紀
に
、

「
比
干
曰
く
、
人
臣
た
る
者
、
死
を
以
て
争
は
ざ
る
を
得
ず
、
と
。
迺
ち
強
い
て
紂
を
諫
む
。
紂
怒
り
て
曰
く
、

吾
聞
く
聖
人
の
心
に
七
竅
有
り
と
。
比
干
を
剖
き
、
其
の
心
を
観
る
。
箕
子
懼
れ
、
乃
ち
詳
狂
と
し
て
奴
と
為
る

マ
マ

も
、
紂
又
た
之
を
囚
ふ
」
と
あ
る
。

◯
易
言
箕
子
之
明
夷

『
周
易
』
明
夷
に
、
「
六
五
、
箕
子
の
明
夷
る
。
貞
し
き
に
利
あ
り
」
と
あ
る
。

や
ぶ

た
だ

◯
内
難
而
正
其
志

『
周
易
』
明
夷
の
卦
辞
に
「
明
夷
は
、
艱
貞
に
利
あ
り
」
と
あ
り
、
彖
伝
に
「
艱
貞
に
利
あ
り

と
は
、
其
の
明
を
晦
く
す
る
な
り
。
内
に
難
あ
り
て
能
く
其
の
志
を
正
す
。
箕
子
、
之
を
以
て
す
」
と
あ
る
。

く
ら

「
明
夷
」
は
、
自
分
の
明
智
を
隠
す
の
が
よ
い
と
す
る
卦
。
暴
君
の
身
内
と
し
て
国
内
に
い
る
と
い
う
難
儀
に
お

い
て
、
箕
子
が
よ
く
そ
の
明
智
を
隠
し
、
正
し
い
志
を
守
っ
た
こ
と
を
言
う
。

◯
自
晦
其
明

前
注
「
内
難
而
正
其
志
」
参
照
。

◯
文
王
外
柔
順
而
内
文
明

『
周
易
』
明
夷
に
、
「
彖
に
曰
く
、
明
、
地
中
に
入
る
は
明
夷
な
り
。
内
、
文
明
に
し

て
外
、
従
順
、
以
て
大
難
を
蒙
る
。
文
王
、
之
を
以
て
す
」
と
あ
る
。
内
心
は
叡
智
に
富
み
、
他
者
に
従
順
で
あ

っ
た
文
王
が
、
紂
王
に
よ
っ
て
囚
え
ら
れ
る
と
い
う
難
に
遭
っ
た
こ
と
を
言
う
。

［
校
異]○

亦
非
爲
紂
所
囚
之
意
也
。
皆
與
論
語
不
合
。
且
佯
狂

校
本
は
此
の
十
八
字
を
欠
く
。

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
31
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【
二
】

◯
柳
下
惠
爲
士
師
、
三
黜
。
人
曰
、
子
未
可
以
去
乎
。
曰
、
直
道
而
事
人
、
焉
往
而
不
三
黜
。
枉
道
而
事
人
、
何
必
去
父
母

之
邦
。

觀
臧
文
仲
知
柳
下
惠
之
賢
、
而
不
與
立
、
則
柳
下
惠
爲
士
師
而
三
黜
、
當
在
魯
僖
文
之
際
。
云
枉
道
而
事
人
、
何
必
去
父

母
之
邦
者
、
非
謂
道
可
枉
也
。
蓋
必
不
枉
道
事
人
、
以
免
三
黜
之
意
。

［
訓
読
］

◯
柳
下
恵
、
士
師
と
為
り
て
、
三
た
び
黜
け
ら
る
。
人
曰
く
、
子
未
だ
以
て
去
る
べ
か
ら
ざ
る
か
、
と
。
曰
く
、
道
を
直
く

し
て
人
に
事
ふ
れ
ば
、
焉
く
に
往
く
と
し
て
三
た
び
黜
け
ら
れ
ざ
ら
ん
。
道
を
枉
げ
て
人
に
事
ふ
れ
ば
、
何
ぞ
必
ず
し
も
父

い
づ

母
の
邦
を
去
ら
ん
、
と
。

臧
文
仲
、
柳
下
恵
の
賢
を
知
り
て
、
而
る
に
与
に
立
た
ざ
る
を
観
れ
ば
、
則
ち
柳
下
恵
の
士
師
と
為
り
て
三
た
び
黜
け
ら

る
る
は
、
当
に
魯
の
僖
、
文
の
際
に
在
る
べ
し
。
道
を
枉
げ
て
人
に
事
ふ
れ
ば
、
何
ぞ
必
ず
し
も
父
母
の
邦
を
去
ら
ん
と

云
ふ
者
は
、
道
の
枉
ぐ
べ
き
を
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
蓋
し
必
ず
道
を
枉
げ
て
人
に
事
へ
て
、
以
て
三
た
び
黜
け
ら
る
る

を
免
る
れ
ざ
る
の
意
な
り
。

［
語
釈
］

○
臧
文
仲
知
柳
下
惠
之
賢
、
而
不
與
立

『
論
語
』
衛
霊
公
篇
・

章
に
、
「
子
曰
く
、
臧
文
仲
は
其
れ
位
を
窃
む

13

者
か
、
柳
下
恵
の
賢
を
知
り
て
、
而
る
に
与
に
立
た
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
。

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
四
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）
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【
三
】

◯
齊
景
公
待
孔
子
。
曰
、
若
季
氏
、
則
吾
不
能
、
以
季
孟
之
間
待
之
。
曰
、
吾
老
矣
、
不
能
用
也
。
孔
子
行
。

齊
景
公
本
知
孔
子
、
但
無
志
於
治
、
故
曰
吾
老
矣
、
不
能
用
也
。
亦
非
景
公
欲
封
尼
谿
、
而
晏
嬰
沮
之
。
詳
見
孔
子
圖
譜
。

［
訓
読
］

◯
斉
の
景
公
、
孔
子
を
待
す
。
曰
く
、
季
氏
の
ご
と
く
す
る
は
、
則
ち
吾
、
能
く
せ
ず
、
季
孟
の
間
を
以
て
之
を
待
せ
ん
、

と
。
曰
く
、
吾
老
い
た
り
、
用
ふ
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
、
と
。
孔
子
行
る
。

さ

斉
の
景
公
、
本
よ
り
孔
子
を
知
る
、
但
だ
治
に
志
無
し
、
故
に
吾
老
い
た
り
、
用
ふ
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
と
曰
ふ
。

亦
た
景
公
の
尼
谿
に
封
ぜ
ん
と
欲
し
て
、
晏
嬰
の
之
を
沮
む
に
非
ず
。
詳
し
く
は
孔
子
図
譜
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

◯
景
公
欲
封
尼
谿
、
而
晏
嬰
沮
之

『
史
記
』
巻
四
七
・
孔
子
世
家
に
「
景
公
説
び
、
将
に
尼
渓
の
田
を
以
て
孔
子

よ
ろ
こ

を
封
ぜ
ん
と
欲
す
。
晏
嬰
進
み
て
曰
く
、
夫
れ
儒
者
は
滑
稽
に
し
て
軌
法
と
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
と
。
後
、
景
公
、

敬
み
て
孔
子
を
見
る
も
、
其
の
礼
を
問
は
ず
。
異
日
、
景
公
、
孔
子
を
止
め
て
曰
く
、
子
を
奉
ず
る
に
季
氏
を
以

て
す
る
こ
と
は
、
吾
、
能
く
せ
ず
。
季
孟
の
間
を
以
て
之
を
待
せ
ん
、
と
。
斉
の
大
夫
、
孔
子
を
害
せ
ん
と
欲
す
。

孔
子
、
之
を
聞
く
。
景
公
曰
く
、
吾
老
い
た
り
、
用
ふ
る
こ
と
能
は
ず
、
と
。
孔
子
遂
に
行
り
、
魯
に
反
る
」
と

さ

か
へ

あ
る
。

○
孔
子
圖
譜

佚
書
。
陽
貨
篇
第
一
章
の
［
語
釈
］
参
照
。

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
31
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【
四
】

◯
齊
人
歸
女
樂
、
季
桓
子
受
之
。
三
日
不
朝
。
孔
子
行
。

此
孔
子
爲
魯
司
寇
、
膰
肉
不
至
、
不
税
冕
而
行
之
時
也
。
觀
季
桓
子
受
之
、
三
日
不
朝
而
去
、
則
孔
子
去
魯
、
當
爲
十
二

年
事
矣
。
詳
見
孔
子
圖
譜
。

［
訓
読
］

◯
斉
人
、
女
楽
を
帰
る
。
季
桓
子
、
之
を
受
く
。
三
日
朝
せ
ず
。
孔
子
行
る
。

お
く

さ

此
れ
孔
子
、
魯
の
司
寇
と
為
り
、
膰
肉
、
至
ら
ず
、
冕
を
税
が
ず
し
て
行
る
の
時
な
り
。
季
桓
子
、
之
を
受
け
、
三
日

ぬ

さ

朝
せ
ず
し
て
去
る
を
観
れ
ば
、
則
ち
孔
子
の
魯
を
去
る
は
、
当
に
十
二
年
の
事
た
る
べ
し
。
詳
し
く
は
孔
子
図
譜
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

◯
此
孔
子
為
魯
司
寇
、
膰
肉
不
至
、
不
税
冕
而
行
之
時
也

『
孟
子
』
告
子
章
句
下
・
７
章
に
「
孔
子
、
魯
の
司
寇

と
為
り
て
用
ひ
ら
れ
ず
。
従
ひ
て
祭
り
し
も
、
膰
肉
至
ら
ず
。
冕
を
脱
が
ず
し
て
行
る
」
と
あ
る
。

さ

◯
十
二
年
事

魯
の
定
公
十
二
年
（
前
四
九
八
）
。
孔
子
が
魯
を
去
っ
た
の
は
、
定
公
十
三
年
（
前
四
九
七
）
と
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。

○
孔
子
圖
譜

佚
書
。
陽
貨
篇
第
一
章
の
［
語
釈
］
参
照
。

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
四
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）
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【
五
】

◯
楚
狂
接
輿
歌
而
過
孔
子
。
曰
、
鳳
兮
鳳
兮
、
何
德
之
衰
。
往
者
不
可
諫
、
來
者
猶
可
追
。
已
而
已
而
。
今
之
從
政
者
殆
而
。

孔
子
下
、
欲
與
之
言
。
趨
而
辟
之
。
不
得
與
之
言
。

南
軒
張
氏
曰
、
接
輿
之
意
、
蓋
欲
夫
子
隱
居
以
避
世
耳
。
觀
其
知
鳳
德
之
衰
、
且
辭
氣
舒
暢
不
迫
、
其
爲
人
天
資
亦
高
矣
。

故
夫
子
意
其
可
以
告
語
、
而
欲
與
之
言
。
其
趨
而
避
、
蓋
匿
其
聲
迹
而
已
。

［
訓
読
］

◯
楚
の
狂
接
輿
、
歌
ひ
て
孔
子
を
過
ぐ
。
曰
く
、
鳳
や
、
鳳
や
、
何
ぞ
徳
の
衰
へ
た
る
。
往
く
者
は
諫
む
べ
か
ら
ず
、
来
る

者
は
猶
ほ
追
ふ
べ
し
。
已
み
な
ん
、
已
み
な
ん
。
今
の
政
に
従
ふ
者
は
殆
ふ
し
、
と
。
孔
子
下
り
、
之
と
言
は
ん
と
欲
す
。

や

趨
り
て
之
を
辟
く
。
之
と
言
ふ
こ
と
を
得
ず
。

南
軒
張
氏
曰
く
、
接
輿
の
意
、
蓋
し
夫
子
、
隠
居
し
て
以
て
世
を
避
く
る
を
欲
す
る
の
み
。
其
の
鳳
徳
の
衰
へ
た
る
を

知
り
、
且
つ
辞
気
舒
暢
し
て
迫
ら
ざ
る
を
観
る
に
、
其
の
人
と
為
り
、
天
資
亦
た
高
し
。
故
に
夫
子
、
其
の
以
て
告
げ
語

る
べ
し
と
意
ひ
て
、
之
と
言
は
ん
と
欲
す
。
其
の
趨
り
て
避
く
る
は
、
蓋
し
其
の
声
迹
を
匿
す
の
み
、
と
。

お
も

［
語
釈
］

◯
南
軒
張
氏
曰
～
蓋
匿
其
聲
跡
而
已

張
栻
『
論
語
解
』
微
子
篇
・
５
章
。
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【
六
】

◯
長
沮
桀
溺
耦
而
耕
。
孔
子
過
之
、
使
子
路
問
津
焉
。
長
沮
曰
、
夫
執
輿
者
爲
誰
。
子
路
曰
、
爲
孔
丘
。
曰
、
是
魯
孔
丘
與
。

曰
、
是
也
。
曰
、
是
知
津
矣
。
問
於
桀
溺
。
桀
溺
曰
、
子
爲
誰
。
曰
、
爲
仲
由
。
曰
、
是
魯
孔
丘
之
徒
與
。
對
曰
、
然
。
曰
、

滔
滔
者
天
下
皆
是
也
。
而
誰
以
易
之
。
且
而
與
其
從
辟
人
之
士
也
、
豈
若
從
辟
世
之
士
哉
。
耰
而
不
輟
。
子
路
行
以
告
。
夫

子
憮
然
曰
、
鳥
獸
不
可
與
同
群
、
吾
非
斯
人
之
徒
與
而
誰
與
。
天
下
有
道
、
丘
不
與
易
也
。

耦
、
並
耕
也
。
耜
、
廣
五
寸
、
二
耜
爲
耦
。
一
畝
三
畎
、
毎
畎
廣
尺
深
尺
、
兩
人
並
耕
一
畎
、
而
以
土
分
左
右
起
壟
也
。

耰
、
覆
種
、
則
非
水
田
也
。
○
新
安
陳
氏
曰
、
沮
溺
以
賢
人
自
守
之
心
、
而
量
聖
人
濟
世
之
心
。
宜
其
不
足
以
知
聖
人
也
。

［
訓
読
］

◯
長
沮
、
桀
溺
耦
し
て
耕
す
。
孔
子
、
之
を
過
ぎ
、
子
路
を
し
て
津
を
問
は
し
む
。
長
沮
曰
く
、
夫
の
輿
を
執
る
者
誰
と
為

か

す
、
と
。
子
路
曰
く
、
孔
丘
と
為
す
、
と
。
曰
く
、
是
れ
魯
の
孔
丘
か
、
と
。
曰
く
、
是
な
り
、
と
。
曰
く
、
是
れ
津
を
知

ら
ん
、
と
。
桀
溺
に
問
ふ
。
桀
溺
曰
く
、
子
は
誰
と
為
す
、
と
。
曰
く
、
仲
由
と
為
す
、
と
。
曰
く
、
是
れ
魯
の
孔
丘
の
徒

か
、
と
。
対
へ
て
曰
く
、
然
り
、
と
。
曰
く
、
滔
滔
た
る
者
は
、
天
下
皆
な
是
れ
な
り
。
而
し
て
誰
と
以
に
か
之
を
易
へ
ん
。

と
も

か

且
つ

而

其
の
人
を
辟
く
る
の
士
に
従
ふ
与
り
は
、
豈
に
世
を
辟
く
る
の
士
に
従
ふ
に
若
か
ん
や
、
と
。
耰
し
て
輟
め
ず
。

な
ん
ぢ

さ

よ

し

子
路
行
き
て
以
て
告
ぐ
。
夫
子
憮
然
と
し
て
曰
く
、
鳥
獣
は
与
に
群
を
同
じ
く
す
べ
か
ら
ず
。
吾
、
斯
の
人
の
徒
と
与
に
す

と
も

る
に
非
ず
し
て
誰
と
与
に
せ
ん
。
天
下
、
道
有
れ
ば
、
丘
、
与
に
易
へ
ざ
る
な
り
、
と
。

耦
は
、
並
び
て
耕
す
な
り
。
耜
は
、
広
さ
五
寸
、
二
耜
を
耦
と
為
す
。
一
畝
に
三
畎
あ
り
、
畎
毎
に
広
さ
尺
、
深
さ
尺
、

み
ぞ
ご
と
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両
人
並
び
に
一
畎
を
耕
し
て
、
土
を
以
て
左
右
に
分
ち
て
壟
を
起
す
な
り
。
耰
は
、
種
を
覆
ふ
、
則
ち
水
田
に
非
ざ
る
な

り
。
○
新
安
陳
氏
曰
く
、
沮
、
溺
は
賢
人
の
自
ら
守
る
の
心
を
以
て
、
而
し
て
聖
人
の
世
を
済
は
ん
と
す
る
の
心
を
量
る
。

宜
な
り
、
其
の
以
て
聖
人
を
知
る
に
足
ら
ざ
る
や
、
と
。

む
べ［

語
釈
］

◯
新
安
陳
氏
曰
～
宜
其
不
足
以
知
聖
人
也

『
論
語
集
注
大
全
』
微
子
篇
・
６
章
。

【
七
】

◯
子
路
從
而
後
。
遇
丈
人
以
杖
荷
蓧
。
子
路
問
曰
、
子
見
夫
子
乎
。
丈
人
曰
、
四
體
不
勤
、
五
穀
不
分
、
孰
爲
夫
子
。
植
其

杖
而
芸
。
子
路
拱
而
立
。
止
子
路
宿
。
殺
鷄
爲
黍
而
食
之
、
見
其
二
子
焉
。
明
日
子
路
行
以
告
。
子
曰
、
隱
者
也
。
使
子
路

反
見
之
。
至
則
行
矣
。
子
路
曰
、
不
仕
無
義
。
長
幼
之
節
、
不
可
廢
也
。
君
臣
之
義
、
如
之
何
其
廢
之
。
欲
潔
其
身
、
而
亂

大
倫
。
君
子
之
仕
也
、
行
其
義
也
。
道
之
不
行
、
已
知
之
矣
。

植
其
杖
而
芸
、
謂
立
而
以
足
芸
也
。
蓧
、
竹
器
、
蓋
芸
時
所
用
。
若
以
手
芸
則
用
蓧
。
義
可
仕
而
不
仕
、
謂
之
不
仕
無
義
。

君
子
之
仕
、
行
其
義
也
、
正
是
君
臣
之
義
不
可
廢
處
。
義
字
、
即
應
不
仕
無
義
。
○
楚
狂
、
沮
溺
、
丈
人
、
皆
楚
之
隱
士
、

孔
子
在
葉
時
事
。
詳
見
孔
子
圖
譜
。
語
録
云
、
問
、
楚
狂
接
輿
等
、
伊
川
謂
荷
蓧
稍
高
。
朱
子
曰
、
以
其
尚
可
告
語
。
若

接
輿
、
則
全
不
可
曉
。
問
、
當
亂
世
、
必
如
孔
子
之
才
、
可
以
救
世
、
而
後
可
以
出
。
其
他
亦
何
必
出
。
曰
、
亦
不
必
如

此
執
定
。
君
子
之
仕
、
行
其
義
也
。
亦
不
可
一
向
滅
迹
山
林
。
然
仕
而
道
不
行
、
則
當
去
耳
。
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［
訓
読
］

◯
子
路
、
従
ひ
て
後
る
。
丈
人
の
杖
を
以
て
蓧
を
荷
ふ
に
遇
ふ
。
子
路
問
ふ
て
曰
く
、
子
、
夫
子
を
見
る
か
、
と
。
丈
人
曰

お
く

あ
じ
か

く
、
四
体
、
勤
め
ず
、
五
穀
、
分
た
ず
、
孰
を
か
夫
子
と
為
す
、
と
。
其
の
杖
を
植
て
て
芸
る
。
子
路
、
拱
し
て
立
つ
。
子

た
れ

た

く
さ
ぎ

路
を
止
め
て
宿
せ
し
む
。
鶏
を
殺
し
黍
を
為
り
て
之
に
食
せ
し
め
、
其
の
二
子
に
見
え
し
む
。
明
日
、
子
路
行
き
て
以
て
告

ぐ
。
子
曰
く
、
隠
者
な
り
、
と
。
子
路
を
し
て
反
り
て
之
を
見
せ
し
む
。
至
れ
ば
則
ち
行
る
。
子
路
曰
く
、
仕
へ
ざ
れ
ば
義

さ

無
し
。
長
幼
の
節
、
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
君
臣
の
義
、
之
を
如
何
ぞ
其
れ
之
を
廃
せ
ん
。
其
の
身
を
潔
く
せ
ん
と
欲
し

て
、
大
倫
を
乱
す
。
君
子
の
仕
ふ
る
や
、
其
の
義
を
行
ふ
な
り
。
道
の
行
は
れ
ざ
る
は
、
已
に
之
を
知
る
、
と
。

其
の
杖
を
植
て
て
芸
る
と
は
、
立
ち
て
足
を
以
て
芸
る
を
謂
ふ
な
り
。
蓧
は
、
竹
器
、
蓋
し
芸
る
時
に
用
ふ
る
所
な
ら

く
さ
ぎ

ん
。
若
し
手
を
以
て
芸
る
と
き
は
則
ち
蓧
を
用
ふ
る
な
り
。
義
と
し
て
仕
ふ
べ
く
し
て
仕
へ
ざ
る
は
、
之
を
仕
へ
ざ
れ
ば

義
無
し
と
謂
ふ
。
君
子
の
仕
ふ
る
は
、
其
の
義
を
行
ふ
な
り
、
正
に
是
れ
君
臣
の
義
、
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
処
な
り
。
義
の

字
は
、
即
ち
仕
へ
ざ
れ
ば
義
無
し
に
応
ず
。
○
楚
狂
、
沮
溺
、
丈
人
は
、
皆
な
楚
の
隠
士
、
孔
子
、
葉
に
在
り
し
時
の
事

な
り
。
詳
し
く
は
孔
子
図
譜
に
見
ゆ
。
語
録
に
云
ふ
、
問
ふ
、
楚
の
狂
接
輿
等
、
伊
川
、
蓧
を
荷
ふ
こ
と
稍
や
高
し
と
謂

ふ
、
と
。
朱
子
曰
く
、
其
の
尚
ほ
告
げ
語
る
べ
き
を
以
て
す
れ
ば
な
り
。
接
輿
の
ご
と
き
は
、
則
ち
全
く
暁
る
べ
か
ら
ず
、

と
。
問
ふ
、
乱
世
に
当
り
て
、
必
ず
孔
子
の
ご
と
き
の
才
に
し
て
、
以
て
世
を
救
ふ
べ
く
し
て
、
而
る
後
に
以
て
出
づ
べ

し
。
其
の
他
、
亦
た
何
ぞ
必
ず
し
も
出
で
ん
、
と
。
曰
く
、
亦
た
必
ず
し
も
此
く
の
ご
と
く
執
定
せ
ざ
れ
。
君
子
の
仕
は
、

其
の
義
を
行
ふ
な
り
。
亦
た
一
向
に
迹
を
山
林
に
滅
す
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
仕
へ
て
道
、
行
は
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
当
に
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去
る
べ
き
の
み
、
と
。

［
語
釈
］

○
孔
子
圖
譜

佚
書
。
陽
貨
篇
第
一
章
の
［
語
釈
］
参
照
。

◯
語
録
云
～
則
當
去
耳

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
八
・
論
語
三
十
・
微
子
篇
。

【
八
】

◯
逸
民
、
伯
夷
、
叔
齊
、
虞
仲
、
夷
逸
、
朱
張
、
柳
下
惠
、
少
連
。
子
曰
、
不
降
其
志
、
不
辱
其
身
、
伯
夷
叔
齊
與
。
謂
柳

下
惠
、
少
連
、
降
志
辱
身
矣
、
言
中
倫
、
行
中
慮
、
其
斯
而
已
矣
。
謂
虞
仲
、
夷
逸
、
隱
居
放
言
。
身
中
清
、
廢
中
權
。

降
志
、
即
辱
身
矣
。
新
安
陳
氏
以
伯
夷
之
事
分
而
爲
二
、
非
也
。
柳
下
惠
、
少
連
、
降
志
辱
身
、
而
言
行
能
中
。
即
其
由

由
然
不
自
失
處
。
其
斯
而
已
、
斯
指
言
行
、
言
和
之
所
以
可
取
者
、
惟
在
言
行
之
中
也
。
雙
峰
饒
氏
之
説
得
之
。
虞
仲
、

夷
逸
隱
居
獨
善
、
即
伯
夷
之
清
、
放
言
而
自
示
其
不
可
用
。
則
言
不
合
於
先
王
之
法
者
多
矣
。
然
自
廢
以
成
其
清
、
清
而

得
中
者
也
。
故
曰
中
清
、
而
又
曰
中
權
。
六
人
之
外
、
尚
有
朱
張
而
不
及
其
事
者
、
闕
文
耳
。

我
則
異
於
是
、
無
可
無
不
可
。

諸
逸
民
之
事
、
皆
自
以
爲
可
者
也
。
有
可
則
有
不
可
、
雖
皆
造
乎
聖
人
、
而
未
至
於
不
可
知
之
神
也
。
若
孔
子
則
無
可
無

不
可
、
而
神
化
不
測
矣
。
尹
氏
之
説
得
之
。
○
南
軒
張
氏
謂
、
夷
齊
爲
有
不
可
、
下
惠
少
連
爲
有
可
。
致
堂
胡
氏
謂
、
聖

人
無
可
而
無
不
可
、
爲
非
固
、
無
不
可
而
無
可
、
爲
非
流
。
則
皆
以
可
不
可
分
二
事
也
、
恐
非
本
旨
。
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［
訓
読
］

◯
逸
民
は
、
伯
夷
、
叔
斉
、
虞
仲
、
夷
逸
、
朱
張
、
柳
下
恵
、
少
連
。
子
曰
く
、
其
の
志
を
降
さ
ず
、
其
の
身
を
辱
め
ざ
る

は
、
伯
夷
、
叔
斉
か
、
と
。
柳
下
恵
、
少
連
を
謂
ふ
、
志
を
降
し
身
を
辱
む
る
も
、
言
は
倫
に
中
り
、
行
は
慮
に
中
る
、
其

れ
斯
れ
の
み
、
と
。
虞
仲
、
夷
逸
を
謂
ふ
、
隠
居
し
て
言
を
放
に
す
。
身
は
清
に
中
り
、
廃
は
権
に
中
る
、
と
。

ほ
し
い
ま
ま

志
を
降
す
は
、
即
ち
身
を
辱
む
る
な
り
。
新
安
陳
氏
、
伯
夷
の
事
を
以
て
分
け
て
二
と
為
す
は
、
非
な
り
。
柳
下
恵
、

少
連
は
、
志
を
降
し
て
身
を
辱
し
め
、
而
し
て
言
行
能
く
中
る
。
即
ち
其
れ
由
由
然
と
し
て
自
ら
処
す
る
を
失
は
ざ
る
な

り
。
其
れ
斯
れ
の
み
、
斯
れ
は
言
行
を
指
し
、
和
の
取
る
べ
き
所
以
の
者
は
、
惟
だ
言
行
の
中
に
在
る
を
言
ふ
な
り
。
双

峰
饒
氏
の
説
、
之
を
得
た
り
。
虞
仲
、
夷
逸
は
隠
居
し
て
独
り
善
し
と
す
る
は
、
即
ち
伯
夷
の
清
な
る
、
言
を
放
に
し
て

ほ
し
い
ま
ま

自
ら
其
の
用
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
示
す
。
則
ち
言
、
先
王
の
法
に
合
せ
ざ
る
者
多
し
。
然
れ
ど
も
自
ら
廃
し
て
以
て
其
の
清

を
成
し
、
清
に
し
て
中
を
得
る
者
な
り
。
故
に
清
に
中
る
と
曰
ひ
、
而
し
て
又
た
権
に
中
る
と
曰
ふ
。
六
人
の
外
、
尚
ほ

朱
張
有
れ
ど
も
其
の
事
に
及
ば
ざ
る
者
は
、
闕
文
な
る
の
み
。

我
は
則
ち
是
に
異
な
り
、
可
も
無
く
不
可
も
無
し
、
と
。

諸
逸
民
の
事
、
皆
な
自
ら
以
て
可
と
為
す
者
な
り
。
可
有
れ
ば
則
ち
不
可
有
り
、
皆
な
聖
人
に
造
る
と
雖
ど
も
、
而
れ

ど
も
未
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
の
神
に
至
ら
ざ
る
な
り
。
孔
子
の
ご
と
き
は
則
ち
可
も
無
く
不
可
も
無
し
、
而
し
て
神
化
、

測
ら
れ
ず
。
尹
氏
の
説
、
之
を
得
た
り
。
○
南
軒
張
氏
謂
ふ
、
夷
、
斉
は
不
可
有
り
と
為
す
、
下
恵
、
少
連
は
可
有
り
と

為
す
、
と
。
致
堂
胡
氏
謂
ふ
、
聖
人
は
、
可
も
無
く
し
て
不
可
も
無
け
れ
ば
、
固
に
非
ず
と
為
す
、
不
可
も
無
く
し
て
可
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も
無
け
れ
ば
、
流
に
非
ず
と
為
す
、
と
。
則
ち
皆
な
可
、
不
可
を
以
て
二
事
に
分
つ
な
り
、
恐
ら
く
は
本
旨
に
非
ず
。

［
語
釈
］

◯
新
安
陳
氏
以
伯
夷
之
事
分
而
爲
二

『
論
語
集
注
大
全
』
微
子
篇
・
８
章
に
、
「
其
の
君
に
非
ざ
れ
ば
事
へ
ず
。

志
を
降
さ
ざ
る
こ
と
、
見
る
べ
し
。
悪
人
の
朝
に
立
た
ず
。
身
を
辱
め
ざ
る
こ
と
、
見
る
べ
し
」
と
あ
る
。
伯
夷

（
・
叔
斉
）
の
「
志
を
降
さ
ず
」
「
身
を
辱
め
ず
」
を
君
と
仰
ぐ
人
物
で
な
け
れ
ば
出
仕
し
な
い
、
悪
人
の
朝
廷

に
は
立
た
な
い
の
二
つ
の
こ
と
に
分
け
て
解
釈
し
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

○
言
和
之
所
以
可
取
者

『
孟
子
』
万
章
章
句
下
・
１
章
に
「
伯
夷
は
聖
の
清
な
る
者
な
り
。
…
…
柳
下
恵
は
聖
の

和
な
る
者
な
り
」
と
あ
る
。

◯
雙
峰
饒
氏
之
説
得
之

『
論
語
集
注
大
全
』
微
子
篇
・
８
章
に
、
「
双
峰
饒
氏
曰
く
、
志
を
降
し
身
を
辱
む
れ
ば
、

行
、
卑
汚
に
似
た
り
。
但
だ
其
の
言
、
倫
に
中
り
、
行
、
庸
に
中
る
。
他
人
の
志
を
降
し
身
を
辱
む
る
に
異
な
り
。

取
る
べ
き
所
の
者
、
此
く
の
ご
と
き
の
み
。
使
し
倫
慮
に
中
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
志
を
降
し
身
を
辱
む
る
こ
と
、
便

も

ち
好
か
ら
ず
」
と
あ
る
。

◯
尹
氏
説
得
之

『
論
語
集
注
大
全
』
微
子
篇
・
８
章
に
、
「
尹
氏
曰
く
、
七
人
各
お
の
其
の
一
節
を
守
る
。
而
し

て
孔
子
は
則
ち
可
も
無
く
不
可
も
無
し
。
常
に
其
の
可
に
適
ひ
て
逸
民
の
徒
に
異
な
る
所
以
な
り
」
と
あ
る
。

◯
南
軒
張
氏
謂
～
下
惠
少
連
爲
有
可

『
論
語
集
注
大
全
』
微
子
篇
・
８
章
に
、
「
南
軒
張
氏
曰
く
、
…
…
夷
、
斉

の
心
の
ご
と
き
は
、
則
ち
未
だ
不
可
有
る
を
免
れ
ず
、
下
恵
、
少
連
は
則
ち
未
だ
可
有
る
を
免
れ
ざ
る
な
り
」
と
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あ
る
。

◯
致
堂
胡
氏
謂
～
無
不
可
而
無
可
、
爲
非
流

『
論
語
集
注
大
全
』
微
子
篇
・
８
章
に
、
「
致
堂
胡
氏
曰
く
、
…
…

聖
人
、
可
も
無
く
し
て
不
可
も
無
き
と
き
は
、
則
ち
固
に
非
ず
。
聖
人
、
不
可
も
無
く
し
て
可
も
無
き
と
き
は
、

則
ち
流
に
非
ず
。
之
を
言
ふ
こ
と
平
常
の
ご
と
き
も
、
之
を
行
ふ
こ
と
実
に
未
だ
易
か
ら
ず
。
聖
人
は
従
容
と
し

て
道
に
中
り
て
、
偏
倚
す
る
所
無
し
。
仁
熟
し
て
自
然
に
諸
言
語
に
発
す
る
者
、
此
く
の
ご
と
し
」
と
あ
る
。

【
九
】

◯
大
師
摯
適
齊
、
亞
飯
干
適
楚
、
三
飯
繚
適
蔡
、
四
飯
缺
適
秦
、
鼓
方
叔
入
於
河
、
播
鼗
武
入
於
漢
、
少
師
陽
、
撃
磐
襄
入

於
海
。

太
師
摯
、
亞
飯
干
、
三
飯
繚
、
四
飯
缺
、
鼓
方
叔
、
播
鼗
武
、
少
師
陽
、
擊
磐
襄
、
皆
賢
人
也
。
連
茹
並
用
、
必
在
孔
子

爲
魯
司
寇
時
。
及
其
同
時
去
位
、
亦
必
因
孔
子
不
用
。
而
知
魯
日
弱
、
非
可
仕
之
國
也
。
摯
干
繚
缺
、
猶
爲
貧
而
仕
。
故

皆
適
諸
侯
之
國
。
是
時
齊
景
公
、
楚
昭
王
皆
強
政
治
、
蔡
昭
侯
復
讐
自
立
、
秦
惠
公
閉
關
自
守
。
皆
可
託
者
也
。
故
四
賢

往
依
焉
。
或
亦
從
其
所
便
歟
。
方
叔
武
陽
襄
入
河
入
漢
入
海
者
、
則
往
而
不
返
矣
。
詳
見
孔
子
圖
譜
。

［
訓
読
］

◯
大
師
の
摯
は
斉
に
適
く
、
亜
飯
の
干
は
楚
に
適
く
、
三
飯
の
繚
は
蔡
に
適
く
、
四
飯
の
欠
は
秦
に
適
く
、
鼓
の
方
叔
は
河

し

ゆ

に
入
る
、
播
鼗
の
武
は
漢
に
入
る
、
少
師
の
陽
、
撃
磐
の
襄
は
海
に
入
る
。

は

た
う
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太
師
の
摯
、
亜
飯
の
干
、
三
飯
の
繚
、
四
飯
の
欠
、
鼓
の
方
叔
、
播
鼗
の
武
、
少
師
の
陽
、
撃
磐
の
襄
は
、
皆
な
賢
人

な
り
。
連
茹
し
て
並
び
に
用
ひ
ら
る
る
は
、
必
ず
孔
子
の
魯
の
司
寇
と
為
り
し
時
に
在
ら
ん
。
其
の
時
を
同
じ
く
し
て
位

を
去
る
に
及
び
て
は
、
亦
た
必
ず
孔
子
の
用
ひ
ざ
る
に
因
ら
ん
。
而
れ
ど
も
魯
、
日
に
弱
く
し
て
、
仕
ふ
べ
き
の
国
に
非

ざ
る
を
知
れ
ば
な
り
。
摯
、
干
、
繚
、
欠
は
、
猶
ほ
貧
た
り
て
仕
ふ
。
故
に
皆
な
諸
侯
の
国
に
適
く
。
是
の
時
、
斉
の
景

公
、
楚
の
昭
王
皆
な
政
治
を
強
く
し
、
蔡
の
昭
侯
復
讐
し
て
自
立
し
、
秦
の
恵
公
関
を
閉
ぢ
て
自
ら
守
る
。
皆
な
託
す
べ

き
者
な
り
。
故
に
四
賢
往
き
て
依
ら
ん
と
す
。
或
い
は
亦
た
其
の
便
と
す
る
所
に
従
ふ
か
。
方
叔
、
武
、
陽
、
襄
、
河
に

入
り
、
漢
に
入
り
、
海
に
入
る
者
は
、
則
ち
往
き
て
返
ら
ざ
る
な
り
。
詳
し
く
は
孔
子
図
譜
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
孔
子
圖
譜

佚
書
。
陽
貨
篇
第
一
章
の
［
語
釈
］
参
照
。

［
校
異]○

大
師
摯
適
齊

底
本
は
「
太
師
摯
適
齊
」
に
作
る
。
『
論
語
』
本
文
に
従
い
、
改
め
た
。

ヽ

【
十
】

◯
周
公
謂
魯
公
曰
、
君
子
不
施
其
親
、
不
使
大
臣
怨
乎
不
以
。
故
舊
無
大
故
、
則
不
棄
也
。
無
求
備
於
一
人
。

雙
峰
饒
氏
曰
、
前
章
逾
河
蹈
海
、
是
魯
末
世
事
。
此
章
是
魯
初
立
國
時
。
其
待
親
賢
也
如
此
忠
厚
。
末
後
却
使
樂
工
不
能

安
其
身
。
豈
不
可
嘆
。
○
記
者
敘
此
於
樂
工
之
後
、
蓋
有
意
矣
。
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［
訓
読
］

◯
周
公
、
魯
公
に
謂
ひ
て
曰
く
、
君
子
、
其
の
親
を
施
て
ず
、
大
臣
を
し
て
以
ひ
ら
れ
ざ
る
こ
と
を
怨
ま
し
め
ず
。
故
旧
、

す

も
ち

大
故
無
け
れ
ば
、
則
ち
棄
て
ず
。
備
は
ら
ん
こ
と
を
一
人
に
求
む
る
無
し
、
と
。

双
峰
饒
氏
曰
く
、
前
章
の
河
を
逾
へ
海
を
蹈
む
は
、
是
れ
魯
の
末
世
の
事
。
此
の
章
は
是
れ
魯
の
初
め
て
国
を
立
つ
る

時
。
其
の
親
賢
を
待
す
る
や
此
く
の
ご
と
く
忠
厚
な
り
。
末
後
は
却
つ
て
楽
工
を
し
て
其
の
身
を
安
ん
ず
る
能
は
ざ
ら
し

む
。
豈
に
嘆
ず
べ
か
ら
ざ
ら
ん
、
と
。
○
記
す
者
、
此
を
楽
工
の
後
に
敘
す
、
蓋
し
意
有
ら
ん
。

［
語
釈
］

◯
雙
峰
饒
氏
曰
～
豈
不
可
嘆

『
論
語
集
注
大
全
』
微
子
篇
・

章
。

10

【
十
一
】

◯
周
有
八
士
。
伯
達
、
伯
适
、
仲
突
、
仲
忽
、
叔
夜
、
叔
夏
、
季
隨
、
季
騧
。

雙
峰
饒
氏
曰
、
四
乳
皆
雙
生
、
固
爲
異
事
。
八
子
皆
賢
、
尤
異
事
也
、
故
孔
子
稱
之
。
可
見
周
時
氣
數
之
盛
。
○
鄭
玄
以

爲
成
王
時
人
、
理
或
然
也
。
觀
記
者
敘
於
周
公
命
魯
公
之
後
、
意
可
知
矣
。
命
魯
之
辭
、
立
國
忠
厚
、
則
周
公
相
成
王
時
、

天
下
皆
有
忠
厚
之
風
、
而
和
氣
所
鍾
、
宜
天
生
賢
才
之
衆
多
也
歟
。

［
訓
読
］

◯
周
に
八
士
有
り
。
伯
達
、
伯
适
、
仲
突
、
仲
忽
、
叔
夜
、
叔
夏
、
季
随
、
季
騧
。
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双
峰
饒
氏
曰
く
、
四
乳
皆
な
双
生
す
る
は
、
固
に
異
事
と
為
す
。
八
子
皆
な
賢
な
る
は
、
尤
も
異
事
な
り
、
故
に
孔
子
、

之
を
称
す
。
周
の
時
、
気
数
の
盛
ん
な
る
を
見
る
べ
し
、
と
。
○
鄭
玄
、
以
て
成
王
の
時
の
人
と
為
す
は
、
理
と
し
て
或

い
は
然
る
な
り
。
記
す
者
、
周
公
、
魯
公
に
命
ず
る
の
後
に
敘
す
る
を
観
れ
ば
、
意
、
知
る
べ
し
。
魯
に
命
ず
る
の
辞
、

国
を
立
つ
る
こ
と
忠
厚
な
れ
ば
、
則
ち
周
公
、
成
王
に
相
た
り
し
時
、
天
下
皆
な
忠
厚
の
風
有
り
、
而
し
て
和
気
の
鍾
ま

あ
つ

る
所
、
宜
な
り
、
天
、
賢
才
を
生
む
こ
と
の
衆
多
な
る
や
、
と
な
り
。

［
語
釈
］

○
四
乳

乳
は
子
を
産
む
こ
と
。
四
回
の
お
産
。

◯
雙
峰
饒
氏
曰
～
可
見
周
時
氣
數
之
盛

『
論
語
集
注
大
全
』
微
子
篇
・

章
。

11

◯
鄭
玄
以
爲
成
王
時
人

『
論
語
集
注
大
全
』
微
子
篇
・

章
に
、
「
或
ひ
と
の
曰
く
、
成
王
の
時
の
人
、
と
。
鄭

11

玄
が
説
」
と
あ
る
。

論
語
私
存
卷
十
八
終
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